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平成23年第２回嬉野市議会定例会議事日程 

平成23年６月９日（木）  

本会議第２日目   

午前10時 開 議   

日程第１  一般質問 

順次 通 告 者 質 問 の 事 項 

１ 平 野 昭 義 

 

１．企業誘致予定地の早期造成及び震災被災会社支援について 

２．結婚支援課設置による基本的取り組みについて 

３．市民の健康増進対策について 

２ 梶 原 睦 也 

 

１．防災対策について 

２．救命講習について 

３ 山 口 政 人 １．市の防災危機管理について 

２．防犯灯の設置について 

３．市の財政について 

４ 山 下 芳 郎 １．防災対策、節電対策について 

２．観光問題について 

３．市道諸津線の改修について 

４．市長の対話集会について 

５．委託料について 

５ 山 口 忠 孝 １．東日本大震災に対する支援について 

２．原発事故等の節電に対する取り組みについて 

３．俵坂トンネル工事から出る湧水について 

４．虚空蔵山の登山口への道路について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開議 

○議長（太田重喜君） 

 皆さんおはようございます。 

 本日は、山口忠孝議員が遅刻であり、山口要議員が欠席であります。 

 定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 日程第１．一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。16番平野昭義議員の発言を許します。 
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○16番（平野昭義君） 

 おはようございます。傍聴席の方におかれましては、早朝から本当に御苦労さまでござい

ます。 

 では、ただいま議長のお許しを受けましたので、ただいまから一般質問に入らせていただ

きます。 

 今議会では、３件の質問をさせていただきます。まず初めに、企業誘致予定地を緊急に造

成し、震災で被災された会社への支援について、２点目、結婚支援課設置による取り組みに

ついて、３点目、市民の健康増進対策について、以上３点であります。 

 まず初めに、３月11日、東日本大震災は、我が国開闢以来の未曾有の大震災でありました。

東北３県の沿岸には多くの中小企業が日本の工業生産を支えてきましたが、14メートルを超

す大津波で海に流され、壊滅してしまいました。３万人近い死者・行方不明者、今日におい

ても10万人の方々が不自由な避難生活をされておられ、心から御冥福とお見舞いを申し上げ

ます。 

 では、本題に移ります。 

 佐賀県農林水産商工本部企業立地課の情報によりますと、被災企業者から佐賀県への住居

情報や、工業団地や中古物件情報提供の依頼が寄せられております。 

 １つ、久間工業団地、７ヘクタールですけど、計画から６年も経過しましたが、被災者や

被災工場などに情報提供ができるように緊急に造成に着手し、支援していくべきと考えるが、

市長は積極的な行動で前進させていただきたいが、どのように考えておられるのか、お伺い

します。 

 ２点目、当初の計画では、23年度、いわゆる今年度で完了となっているが、現在まで進捗

状況を公表し、地権者におくれた理由と今後の計画を詳しく説明すべきではないか。 

 ３点目、大震災に遭われた企業や家族が嬉野市に移転を希望されたら、対忚はどうしてい

くのか。 

 ４点目、企業誘致推進プロジェクトチーム委員長である中島副市長を現地へ情報収集に派

遣し、企業誘致と人口増対策に全力で取り組むべきでないか、市長の決意を市民に伝えてい

ただきたい。 

 次に、結婚支援課設置による取り組みについて。 

 武雄市はお結び課、伊万里市は婚活忚援課が設置され、両市は成功に向けて懸命に取り組

んでおられます。 

 嬉野市の未婚者数は、20歳から50歳まで4,000人程度と言われます。 

 昔から、子供は宝と申します。市の未来も、国の未来も、子供なくして繁栄はありません。

また、集落のにぎわい、家族のだんらんも、子供の声が聞こえて繁栄していくと思います。 

 既に、武雄市、伊万里市は昨年から頑張っておられます。両市と連携し、広域での取り組
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みで頑張っていくべきでないかと考えますが、新設される担当課は、あらゆる知恵と努力が

求められます。 

 質問１から４までについて具体的な答弁と、市長の構想や考えをお伺いします。 

 最後に、市民の健康増進について。 

 ことし３月議会で国民健康保険税の引き上げ提案がされ、10対７で可決いたしました。私

は、引き上げることよりも、市民に健康増進への市民運動を地域の中で展開していくことに

よって改善すると主張し、引き上げには反対いたしました。 

 人はだれでも健康であることを願っておりますが、いつ病気にならないとも限りません。

健康づくり課も、健診など通じて市民の健康増進に力を入れていただいておりますが、さら

に一層の努力を重ねていくことによって医療費も削減されていくものと確信いたします。 

 １つ、早期発見、早期治療に努力されておられるが、その計画と実績についてお伺いしま

す。 

 次に、市長の対話集会は健康増進一色とし、市民に熱意を伝えるべきではないか。 

 ３番目、健康づくり課は高齢者の健康に努力していただいておられることに感謝しますが、

40歳代からの健康増進運動を今後推進すべきと考えます。土曜、日曜を返上して、集落や地

域での指導を実施していく体制を整えられないか。 

 ４番目、未曾有の大震災、原発の大事故は、日本経済をどん底に陥れました。厳しい財政

を乗り越えていくために、市民はあらゆる努力をしていかなければならないと思います。市

長は、「健康増進日本一」の宣言を掲げ、市民総ぐるみの運動の中で努力することが医療費

の削減に大きく貢献できると考えるが、市長の熱意をお伺いいたします。 

 壇上においては、これで終わりますけど、あとは質問席のほうでお願いします。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいまの質問に対し答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 皆様おはようございます。 

 本日から平成23年６月議会の一般質問が始まりました。本議会におかれましては、12名の

議員の皆さんからお尋ねいただいておりますので、真摯にお答え申し上げたいと思います。 

 まず、平野昭義議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては大きく３点でございまして、企業誘致条例関係と、それから震災被

災関係の支援についてでございます。２点目が結婚支援課設置等による基本的な取り組みに

ついて、３点目が市民の健康増進対策についてということでお尋ねでございます。 

 通してお尋ねでございますので、お答えを通して申し上げたいと思います。 

 １点目につきましては、企業誘致につきましては、以前から情報収集を行っておりますけ

れども、現在確定したものにつきましては得ておらないところでございます。今後も引き続
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き取り組みを行ってまいりたいと思います。 

 県に出向いたしておりました職員が現在、企画部に勤務いたしておりますので、今後も県

と連携等をとりながら情報収集を行ってまいりたいと思います。加えまして、金融関係など

からの情報につきましても、引き続きお願いしてまいりたいと思っております。 

 次に、団地の整備につきましては、スケジュールどおりには進んでおりませんが、関係先

との調整を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 地権者の皆様につきましては、前年度につきましては説明を行っておりますので、御理解

をいただいているものと考えておるところでございます。 

 次に、今回の震災対策につきましては、素早く対忚いたしておりまして、一日も早い復興

について期待をしているところでございます。 

 御意見につきましては、今回の議会に議案として提案をさせていただいておりますので、

御審議をいただければと考えているところでございます。議決いただきました後には、佐賀

県などと情報を共有させていただき、担当職員ともども広報に努めてまいりたいと考えてお

るところでございます。 

 次に、２点目の結婚支援対策についてお答え申し上げます。 

 嬉野市におきましては、結婚される婚姻数につきましては、合併後、以前と比較しまして

増加をいたしておりました。ただ、前年度につきましては若干下回ったところでございます。

そのようなことでございますので、近隣の自治体とは状況に比較があると理解しているとこ

ろでございます。嬉野市におきましては、比較的、結婚ということにつきましては進んでお

るというふうに考えております。 

 しかしながら、年齢によっては結婚をされておられない方も多くいらっしゃいますので、

出会いなどの御支援ができればとのことから担当課を設置したいと考えておるところでござ

います。 

 この担当課の活動につきましては、市民の皆様の御理解が必要でございますので、まず広

報等を行ってまいりたいと思います。次に、以前にも各地区に結婚推進員の組織をつくり努

力をいたしたところでございます。なかなか推進できませんでしたけれども、今回はさまざ

まな組織、団体の御協力をいただきたいと考えておるところでございまして、そのような取

り組みをまず進めてまいりたいと考えております。 

 市内では、嬉野市商工会の青年部の皆様独自で出会いの会を置かれたり、実績を上げてい

るところでございます。また、先日は、ＪＡの青年部組織が実践をされたりいたしておりま

すので、情報を共有できる体制をつくってまいりたいと思います。 

 次に、近隣の自治体の取り組みにつきましては、情報交換をお願いしたいと考えておりま

す。近隣の自治体につきましても、現在まで努力はいたしておられますけれども、推進の実

績は得られていないと承っておるところでございます。お互いが活動のプラスになればと考
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えているところでございますので、情報の共有についてもお願いをしてまいりたいと考えて

おるところでございます。 

 次に、３点目の市民の健康対策についてお答え申し上げます。 

 市民の健康増進対策につきましては、施策の柱として毎年予算をお願いして実践してまい

ったところでございます。 

 嬉野市につきましては、それぞれの組織を中心に、健康づくりから予防対策、健診対策な

どを世代を越えて進めておるところでございます。おかげさまで嬉野市は県内でも保健福祉

の施策につきましては先進的な取り組みができていると考えておるところでございます。 

 議員御意見につきましては、合併以前から両町で取り組みを進めてまいりましたけれども、

予想以上の高齢社会になり、以前は考えられなかった健康増進への取り組みが必要になって

きているところでございます。 

 現在は、保健師が各地域や組織、団体の集まりに出かけて健康教室なども行っているとこ

ろでございます。私も御高齢者の団体の集会などでも日ごろ健康の保持についてお話しをさ

せていただき、御理解をお願いいたしておりますので、引き続き努力してまいりたいと思い

ます。 

 御提案いただきました健康づくり課の活動等につきましては、既に先方の御要望に合わせ

て、市民の健康づくりへの活動への協力も行っておりますので、今後も取り組みを進めてま

いりたいと思います。 

 また、御提案でございますが、健康増進への取り組みにつきましては継続して行うことが

必要でありますので、健康増進日本一を目指して頑張ってまいりたいと思うところでござい

ます。 

 以上で平野昭義議員のお尋ねについてお答えとさせていただきます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野昭義議員。 

○16番（平野昭義君） 

 今、市長から３点について答弁いただきましたが、順を追って再質問いたします。 

 先ほど、県に職員が働いておると、いわゆる企画関係と思いますけど、私が入手した情報

は、これは先ほども言いましたけど、県の農林水産商工本部企業立地課からの情報でありま

して、もう一度言いますと、結局、佐賀県の工業団地中古物件情報などを提供はありません

かと。というのが、ここには佐賀県の今の場所に被災地から、そういうふうな情報があって、

それがファクスでうちに届いたのが、今の私の言う情報でありまして。ただ、県におられる

方は何をしておられるのかなというふうに、ちょっと判断しますが、こういうふうな情報は

県の担当におられる方は、全く情報は流しておられないんですかね。 

○議長（太田重喜君） 
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 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほどお答え申し上げましたように、県に派遣しておりました職員は、既に私どもの企画

のほうで勤務をいたしておりますので、情報等につきましては県と共有しながら努力をして

おるということでございます。 

 私も以前、そのようなことで県にも問い合わせをしたところでございますが、しかし、情

報は情報として、具体的にはまだそういう動きはないということでございまして、まだ被災

地の状況はそのようなことではなくて、非常に厳しいというふうな状況を承っておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野昭義議員。 

○16番（平野昭義君） 

 これは確かに、1,000年に一度の大震災で、向こうもまだ生活も、避難者も相当おられる

というふうなふうで、今すぐいってどうということは私も考えておりませんけど、やっぱり

人間というのは、たび重なる努力には、それに頭を敬服されて、それでそれがやっぱり動い

ていって、そういう情報があれば、来ましょうかというふうなこともなりゃせんかと。結局、

向こうがいよいよ困ったからという前に、こちらから手を差し伸べるという方法が向こうに

対しては親切であり、また、私もテレビとかいろいろな情報では、もう二度とあそこには住

みとうないという人もおられるそうです。もちろん、中小企業の中にもですね。 

 ですから、いろいろ産業がありますので、既にもう宮崎県には自動車産業の一部が入って

きつつあるという話も聞いております。すべて私は、こういうふうなときには、温かい手を

差し伸べるというのは、何かもぎ取ってくるんじゃなくして、やっぱりそういう下から出て

いけば、人間、情が移って、それならば私も困っているから助けてくださいというふうにな

っていきはせんかと思いますから、こういうふうな発言を、提案をしております。 

 特に、プロジェクトチームの中島委員長は、そういう点には非常に熱心であられますから、

私がちょっと被災者のところに行ってみんですかというようなことも個人的にも言いました

けど、ここでも言いました。 

 市長、そういう点について、無駄足であっても、やっぱり一忚、第１回の現場確認という

ようなことで、いろいろ向こうの団体の方と前もって連絡しておって、会ってこられること

もいいんじゃないかと思いますけど、そういうふうな気持ちはいかがですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 
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○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 そのようなこともございまして、できるだけ早く動けるようにということで、今回、議案

としてお願いをしておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 ということは、抽象的ですけど、具体的には、そういうふうなことになっていくというこ

とに理解しておっていいわけですね。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 冒頭お答えしておりますように、議案を御承認いただいた後に、そのような行動を行って

まいりたいというふうなことで、既に指示をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 これは、お手元に資料を上げましたけど、これは以前にも１回差し上げております。これ

は、２枚目のは、この資料は、この資料といったら、竣工前の大規模開発団地ですね、これ

は武雄のことです。武雄の、地区で言えば北方のちょっと手前の大崎というですか、あの辺

です。ここに書いておりますように、造成面積が36ヘクタール。36ヘクタールといえば、そ

うですね、ある部落の全部、袋部落が27ヘクタールですから、それよりかまだ10町ぐらい広

く造成して、その中で18ヘクタール、その半分を工業団地にしましょうというようなことで、

新聞にもそのことについての内容も載っておりましたと思います。 

 結局、私は、こういうふうな武雄市の、これはそれ相当ですね、そうですね、総事業費が

28億円ですね。莫大な金です。しかし、また非常にいいところは、この工業団地を５ヘクタ

ール以上10ヘクタール未満取得した場合には１億円を市が補助しますよとか、それから、10

ヘクタール以上は３億円と、それから、団地全部を取得すれば６億円を補助しますと、こう

いうふうな、いわゆる開いた上に、さらにまたお金をかけてでも人口増、あるいは活性化に

道を開くということを武雄市はやっているなと思って、写真を撮りに行きました。 

 これについて、塩田は、ここに、これは別の表で、これはたまたま弥冨農園が入っており

ますけど、この上は大体、その差し引いた分がまだ全く手つかずの状態で、地権者40人の方



- 24 - 

は、これはあっとやろうか、なかとやろうかという心配、むしろ、半ばもうあきらめという

か、そういう人もおられます。 

 市長、これについてもう尐し積極的に行動して、県とかなんとかのいろいろおきてもあり

ましょうけど、この際、震災でやるから、ぜひ欲しいというふうなことで、中身の、例えば、

農振地除外とか、いろいろのこともありますが、そういうとを一足飛びにやるという、それ

は強力な熱意ですよ。その辺、いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 御意見の武雄の情報についても十分承知をいたしておりまして、もう相当以前から計画し

ておられまして、ようやく整備が整ったところでございまして、一日も早く企業が進出され

るということに期待をしているところでございます。私どもからも、ちょうど通勤圏になり

ますので、ぜひしっかりした企業が来ていただければ、私ども、相当メリットがあるという

ふうに考えておりまして、これはもう県も、県内４カ所にはこのようなことで以前から計画

しておられるところでございます。現在募集しておられますので、ぜひ決定されればという

ふうに思っております。 

 私どものほうも、私どもでできる限りということで合併以降動いておるところでございま

して、現在の状況は、議員、今ちょっと御発言されましたけれども、条件をクリアするため

に、なかなか最近厳しくなっておりますので、そこらを今、県と調整をしておるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 次に、担当課の企画課、五上課長がそうですよね。企画課のほうにお伺いするばってんが、

以前から私もあなたに個人的にもいろいろ御相談するばってんが、やっぱり武雄は、今市長

は、ここに造成されれば働く場所がいいからいいでしょうと、それはあくまでも武雄市の話

であって、これに現在、以前からそういうふうな計画をしてきたわけですよ。これをまず解

決することが先決と思うけん、五上課長、いかがですか。 

○議長（太田重喜君） 

 企画企業誘致課長。 

○企画企業誘致課長（井上嘉徳君） 

 お答えします。 



- 25 - 

 ただいま市長から答弁がありましたように、さまざまな調整を今行っている段階というこ

とで、県のほうの、今、武雄市のことをおっしゃられましたが、武雄市のほうのその部分に

ついては、ほとんど山林ということで余り調整の必要はなかったかと思いますが、私どもの

計画地については農地が大部分でございまして、そのところでの、逆に震災等のことで農地

を転用して工業用地とか、そういうことに対しても非常に、国としてはシビアになってきて

いるというような情報もございますので、そこら辺の内部調整もかなり時間がかかっている

というような状況であろうかと思います。 

 うちとしては、当然、工業団地ということで進めたいということで努力しているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 再度、五上課長に伺うばってんが、何というか、本気でやる気あるのというような気持ち

がしますけど、やっぱり人任せではなくして、自分も、自費使ってでも行くぞというふうな、

やっぱり担当課の責任者がそれですれば、特に震災があるから、今言ったように、佐賀県に

もそういうふうな提供してくださいという情報がありますから、仕方ありませんと、尐し急

いでくださいと、向こうの書類待ちでしておったら、書類が下になるかわからんし、いつに

なるかわからんですよ。自分がやっぱりね、そういうふうな足で稼いで、そして自分の課を、

担当を責任持つと、そういうふうな気概が必要と思うわけ。 

 ですから、あなたも久間の人ですから、御存じですけど、40人の方の、久間の人はおとな

しい人もおられますから、いろいろ文句を言う人もおられませんけど、腹の中では、市は何

しよっとかというふうな。今のこれを見せたら、びっくりされると思いますよ。武雄市はこ

うしておって、嬉野市は何年か前からそのまま山にしておると。もう尐し熱意をして、そし

て、震災を１つの、災いを転じて福となすような意味で、嬉野市はいいじゃないかと。それ

には恐らく、場合によっては、代議士あたりおりましょうが。そういう点も、やっぱり使っ

て、積極的にやらんばいかんと思って、市長と五上課長、２人、答えをお願いします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど担当課長が申し上げましたように、条件が違って、私どもとしては手続等で、ちょ

っと時間がかかっておるところでございます。ただ、御意見でもわかりますように、私ども

としても、工業、企業誘致というのは大事でございますので、いつまでも引きずるというこ
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とは考えておりません。できるだけ早く見きわめをして、ここがだめなら、またよそでとい

うようなことを考えていかなければならないというふうな御意見であろうと思いますので、

そこらについては、いつまでも引き延ばすということは考えておりませんので、現在のとこ

ろ精いっぱい努力をしておるということでございます。幸いにして、地権者の方は御理解い

ただいておりますので、ぜひ手続ができるようにというふうに考えておるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 努力はもちろんされておると思いますけど、その努力が、いわゆる有限、世の中はあくま

でも何でも約束事がありますけど、市長に申し上げますけど、来年に、もう既に本年度はさ

ばけておる事業ですから、24年度には完成しますよというお答えをお願いしますけど、それ

に向かって、逆に仕事していくと、これが事業ですよ。鳴くまで待とうホトトギスじゃいけ

ません。１つの年限を決めて、それに逆算してから事業をせんと、何でも進みません。市長、

いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 先ほど申し上げましたように、今年度精いっぱい努力をしてみたいと思います。それで、

どうしてもできないということになれば、地権者の方にも正式におわびをしなくちゃいかん

と思いますので、精いっぱい努力をしてまいりたいと思いますが、いつまででも引き延ばす

ということはいけないと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 企画部長。 

○企画部長（坂本健二君） 

 担当部長としてお答えをいたします。 

 久間地区の中通りの工業導入といたしましては、担当部としては農村工業導入計画変更計

画というのを６月初旪に県に提出をいたしております。それをもって、ぜひ県のほうにも進

めていただくように、随時、強力にお願いをしていこうと考えておりますが、当然、県との

協議も今後どんどん発生をいたしますので、お願いはしていくということになりますけれど

も、先ほど課長のほうが大変厳しい状況であるということを申しましたが、その辺も御認識
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をお願いしたいということでございます。 

 現在、県内では神埻、みやき、鳥栖、佐賀市あたりで、４カ所でいわゆる申請をしてある

そうです。それも国の段階でなかなか進まないということで、神埻、みやき町につきまして

は、今のところ、農振関係もあると思いますけど、転用もあると思いますが、２年間ほどス

トップしたままという現状はあるようでございます。 

 先ほど課長も申しましたけれども、いわゆる震災があって、そういうことで企業が困って

いるから、そういう土地を用意してやって助けていこうではないかという、我々は考えてお

りますが、農水省のほうの考えは、農地が大分つぶれているから、これ以上農地はという考

えもあるようでございます。なかなかハードルが高うございますので、ぜひ皆様のお力添え

をいただきながら進めていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 今、担当部長が申されましたけど、農振地といえば農振地ですが、あそこの現場は、今の

開発予定地は、稲を植えるような農振地じゃありません。御存じのごと。もともとはお茶畑

があって、それをどこかに一時、土地を売られて、また何かがあって、また戻してというご

たあ、非常に複雑な経路をたどったばってんが、いずれにしても農振地という普通の、例え

ば、布手のにきとか、真崎にきという農振地とは全く違います。そいけん、そういうふうな

現場をね。やっぱり今、佐賀県からも代議士がおるでしょう。そういう人を連れてきてでも

ね、せんかというふうな、そういうふうな姿が私は欲しいわけですよ。もう何年でもほった

らかしでおりますから、そいけん、ぜひ部長としても、市長が言われたように、一緒になっ

て、来年度はね、今年度はもう仕方ありませんけれども、本当はもうきれいに、計画でいけ

ば済んでおるですよ、今年度でね、23年度で。これは、このまましていけば、恐らく１年、

２年たつとまた、時間は早いものでね。ですから、そういうふうな細心の努力をお願いして

おきます。 

 それから、中島委員長に申し上げますけど、たまたま久間には、これは名前を挙げてもい

いでしょうけど、北志田に集成材工場って、もとありました。それがいろいろな状況で解散

されて、家だけ残って、その後、熊本から石油精製を何かお願いしたいというのが来たとい

う話を聞いております。しかし、それも武雄の地区の一部の方が油やけんいかんとかいうこ

とで話が終わったと。そういうふうなことで、あそこが約１町あります。建物がその３分の

１ぐらいありましょう。ですから、そういうふうな空き地もあっけんね、そういう点につい

ては中島副市長としてはどういうふうにお考えですか。 

○議長（太田重喜君） 

 副市長。 
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○副市長（中島庸二君） 

 今、市長が申し上げましたように、あの地区については一忚県のほうに、先ほど議員おっ

しゃったような形で、もしそういう引き合いがあれば、ぜひ紹介をしたいということで、嬉

野市の中で、大規模ではございませんけれども、民間のそういう空き地みたいなところの大

体４カ所ぐらいを報告はしております。そういう形で。基本的に、真っすぐ嬉野に要請があ

るということは、ちょっと考えられないものですから、一忚、県の企業立地課のほうに問い

合わせがあれば、嬉野市ではこういう土地と、また建物も使えるんじゃなかろうかというこ

とで候補には挙げておりますので、その辺はスムーズに、もし引き合いがあれば対忚させて

いただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 もう一度、あなたにお願いばってんね。たまたま私が一般質問の中で、ぜひ、要するに東

日本震災の場所を行脚して見てくださいと申しましたけど、そういうふうなことで行ってい

れば、どなたかがね、今現在、今すぐ使える家がありませんかという質問もあるかもわから

ん。そうしたときに、非常に願ってもない話じゃないかと。ですから、私は、ただ鳴くまで

待とうホトトギスじゃなくして、自分から市が動いて初めて人口がふえると。人口がふえな

いと、御存じのごとく、私は対話集会でも申し上げましたけど、嬉野市の65歳以上のひとり

暮らしの方が幾らおられるかというと、65歳以上のひとり暮らし、本当に単身暮らし、1,076

人ですよ。ということは、1,076世帯がひとり暮らしということ。ですから、若い人を入れ

るためには、やっぱり企業を持ってきて、そして、そこで定着したほうが一番安心してね、

兹業の幾らか百姓もおりますから。ですから、役場に出ておられる方は土曜・日曜がありま

すから、トラクターでも運転されますけど、普通の民間企業は、うちの息子も民間企業にお

世話になっておるばってんが、帰ってくるときは９時ですよ。９時から田んなかに出られま

すかね。 

 ですから、できれば近いところで働けば、いろいろな利便がよくて、栄えていくと。です

から、このままいけば、恐らく嬉野市も高齢者が恐らく、極端に言えば、あと20年ぐらいす

れば２人に１人ぐらいになるでしょう。もう、ちょっとぞっとするですね。そしたら、何の

産業も停滞します。ですから、そういうことがないようにお願いして、このことについて力

を入れてきたわけですよ。 

 まとめで私から質問ですけど、今、３人の方が答弁されました。来年度には造成に着手す

るという確認事項をとりたいですけど、そのことで御答弁、どなたでもいいです、責任者と

してよろしくお願いします。 
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○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど申し上げておりますように、今、県のほうと調整をしておるところでございまして、

本年度、先ほど申し上げましたように、できるか、できないか、決めていきたいと思います。

それで、いつまでも引き延ばして地権者の方に御迷惑かけるといけませんので、今年度でき

ないということになれば、おわびをするという形になっていくと思います。 

 ですから、できるだけ今年度決めていけるように、また、県の状況等もしっかり把握しな

がら進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 これに質問的には、ちょっと出しておりませんですけど、関連ですけど、たまたま中島副

市長と２人でネギのところを歩いていったことがありましたね。そのとき、ネギをあっせん

される方が10町ぐらい欲しかと。あそこは、今のところは大体３町ですから、あと７町です

ねということで、ぜひひとつしてくださいと、そうすれば塩田にちゃんとした建物も建てて、

従業員も十四、亓、六人は雇うてやりますからという話もされておりますけど、ネギについ

ての関心は中島副市長、いかがでしょうか、その後は。 

○議長（太田重喜君） 

 副市長。 

○副市長（中島庸二君） 

 確かに、一緒に回らせていただきました。今の時点で、もし農振のほうがうまく進まなけ

れば、あれはあれですばらしい雇用の場としても生かせるんじゃないかと思っております。

ただ、一忚、大前提としては工業団地ということで進めておりますので、当然、今、ネギを

植えつけておられる方も地権者との契約でそれが済めば、また変えるということは聞いてお

りますので、今、議員がどちらのほうがいいということを言われたかどうかわかりませんけ

れども、それはそれで、今の時点ではあれで十分活用していただければ、すばらしい計画で

はないかと思っております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 
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 皆さんも御承知かしれませんけど、今、米を１反つくって幾らですかな。産業課の課長は

御存じでしょう。米を１反つくって、どのぐらい農家が受け取る利益がありますかね。答え

んでもいいでしょう。私が調べたところね、もう米は大体、そうですね、１万四、亓千円で

すかね。そして、10俵とれません。10俵とれても十四、亓万円ですね。ネギは幾らかと、１

反で80万円と聞いております。ですから、あえて米と麦が生活の基盤じゃなくして、ネギも

いいじゃないかと。ですから、市長がよく言われるように、やっぱり新幹線とか、あるいは

温泉とかお茶とか、ですから、塩田にもネギ栽培を20町ばかりやろうかというふうな手だて

も結構と思います。そういうふうな、やっぱり何か奇抜なことをしていかんと。今のごとし

ておっては衰退していくばかりじゃないかと思うわけですよ。市長としては、今の私のこと

で、もし答弁がなされれば、私もそう思いますとか何かあれば、聞かせください。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 そのネギを栽培される方につきましては、進出される以前から知っておりますので、また、

こちらのほうでお世話になっておられる方も十分承知しております。そういうことで、あの

場所でもなくて、またほかの場所でもいいというふうなお話でも、いろいろしておられます

ので、問題はネギをつくられて、先方が数カ所でつくっておられますので、需要量に対して

幾ら確保していかれるのかというのが一番課題になりますので、そこらについては嬉野市内、

農地もありますので、経営しておられる方がいろいろなところで声をかけていただいて、広

がっていければというふうなことで考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 一忚、企業誘致については期待して、終わります。 

 それから、次に、順序のごとく、結婚問題ですね。これについて、私も武雄とか伊万里と

か市議に連絡をとったりしておりますけど、先ほど市長のほうから、まだ２つの市はゼロで

すと、縁組はあっておりませんということでありますけど、私は随時電話がありますから確

認しておりますけど、今、伊万里では３つができております、３組。これは、きのうの情報

ですよ。合計して３組ね。一遍にできたわけじゃなかでしょう。ぼちぼちで３組。それから、

まずその基盤となるものが登録制で、武雄も伊万里も登録制をしいておられます。まず、武

雄は240名登録ですね。そのうち男が160人で、女がその半分、80人。男の方が希望されるけ

ど、女の方は希望は尐ないんじゃないでしょうか。それから、伊万里が、これは男女別はわ
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からんばってん、合わせて200名と、そういうことを聞いております。 

 なぜかといえば、今後、７月から担当課を据えた場合、どうしていくかと、その担当課の

責任者になられた方は思うだろうと思いますから、そういう意味では、こういうふうな参考

資料もどんどん寄せながらやっていかんばいかんじゃっかと。 

 それで、ある人は言いました。自治体で結婚支援課などすっぎ、じきうっかんぐっばいと

いうごたあ話も聞きましたけど、そういうふうな人の風潮に流されんごと、頑張らんばいか

んと。やっぱり、自治体でなからんば、すっとこはなかわけですよ。なぜかといえば、昔は

行商人さんとか、いろいろな世話役人さんが仲立ちをされておりました。しかし、今はそう

いう方々がほぼありません。よっぽどのことじゃなからんぎ。そしたら、だれがするかとい

えば、だれもおりません。最近は、できちゃった婚とか言うて、仲立人もおらんまま、だれ

もおらんで結婚してしもうたと、それで子供が生まれたと、子供が生まれて今度は一生懸命

なって頑張りよっかなと思ったらば、もう２年もせんうち別れたと、こういうふうなところ

は、私はいかがかなと。これは、もっと考え方を若い人に植えつけんと。このままでいけば、

赤ちゃんが生まれて18歳まではいろいろ、児童扶養手当かね、いろいろ支給せんばならんけ

ん。したがって結婚しておれば、要りません。無駄な金を払うなと。こういう国の制度が悪

いか知りませんけど、そういうふうなことで、助けてあげちゃっわけ。それを逆に利用しよ

るわけ。 

 教育長にお伺いしますけど、やっぱり何でも教育というのは、三つ子の魂百までというよ

うなことがありますように、学校の先生から言うことはよう聞くわけ。うちで言うては、な

かなか聞かんわけ。そういう意味では、頭に残るという意味で私はお願いしたかばってんが、

総合学習の中でも、やっぱりそういうふうな人生観とか、あるいは結婚問題とか、もう中学

生ぐらいになれば、たまにはやっぱり教えてみたり、あるいは小学生だったら、漫画か何か

でつくってみたりというふうにしてもいいんじゃないかと思いますけど、教育長としては、

急な質問で済みませんけど、いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいま質問ですけど、通告書に教育長の指名がございませんので、次回の一般質問のと

きでもやってください。 

 次の質問に移ってください。 

○16番（平野昭義君）続 

 はい。たまたま私がここに載すっとを忘れて、後から思い出したけんがですけど。そうい

うような気持ちで、次のときでもやりましょう。 

 それでは、続きますけど、まず、結婚支援課が７月から機構改革でなされて、結婚支援課

と地域振興課とあって、その中に結婚支援課、男女参画、社会教育、地域振興、ＵＤスポー

ツ、中央公民館と、いろいろありますけど、この結婚支援課というものは、大体どういうふ
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うな場所で、どういうふうな年齢的な人をというふうな、そういうふうな構想がありますか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 具体的には、地域全体の力を高めていくということを考えておりますので、地域づくり課

のほうの、要するに男女共同、一緒に地域をつくっていくというふうな考えの中で、大まか

な組織としてはそういう形で取り組みをさせていきたいなと思っておるところでございまし

て、そしてまた、全体的な人事の関係もありますので、できるだけそういうことで熱心に取

り組めるような体制をつくっていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 非常に、これは地味な、難しい仕事ですよ。人の結婚するとには、簡単にでけたようにあ

りますけど、それは若い男女が、けさの「伊万里」のテレビじゃないですけどね、ああいう

ふうな愛情を持ってする人もおりますけど、今はなかなかそういうふうなことばかりありま

せんから、難しい仕事です。 

 そしてまた、１つはプライバシーというでしょうかね、そういうふうなこともありますか

ら、私は、独立した、例えば、ここで言えば、もとの農業委員会とか、あるいは教育長がお

られる部屋とか、ああいうふうな小さな部屋は、あちこちつくりようもあると思います。や

っぱり、これを１階に、健康福祉増進課の横しに結婚支援課なんてつくったけんちゃ、なか

なか話が進まんと、されないと、そしてまた、相談に来る人もおらんと。ですから、独立し

たところをつくらにゃいかんと思いますけど、市長はいかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど申し上げましたように、まず、組織的にスタートをさせまして、まず市内の皆さん

方に私どもの組織が動き出したということを十分承知していただくというようなことから始

めていきたいと思います。 

 以前も部屋をつくったり、それから結婚推進員制度というのを各地区に配置させていただ

いて、相当の精力を使ってやったわけでございますけれども、成果としてできませんでした

ので、今回、先ほど申し上げましたように、いろんな組織、団体の方々と連携とりながらや



- 33 - 

っていければと思っております。 

 嬉野の場合は、先ほど申し上げましたように、昨年は、前年は140組台に落ちましたけれ

ども、合併後、150組以上の方が毎年結婚するというような形で、結婚に対する理解という

のは十分ある市だというふうに思っておりますので、そこらはいろんな方の情報をいただき

ながら努力をしていけば、設置する成果としては何とか上げていきたいというふうに思って

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 場当たり的じゃなくして、やっぱり、もう課を編成するというふうに広報にもちゃんと載

っておりますから、やっぱりその日が来れば、人事、それから場所、この２本だけはぴしゃ

っとしとかんと、二十ぐらいの人をね、採用になったばかりの人をその担当課に置くという

とも無理なこともあろうし、ある程度社会的な知恵も必要やろうし。それから、私も武雄の

古川さんという、この人は嘱託課長ですけど、この人とよく話しますが、やっぱり個人のい

ろいろあるもんねと、ですから、来んさっぎですね、聞こえんごたあところがやっぱりよか

ろうと。だれでも聞きよったら、やっぱりなかなか来もせんわけですよ。ですから、そうい

うふうな、お客さんが求めて来られるごたあ場所がいいじゃないかということを提言してお

きます。そういうふうになると思いますけどですね。 

 それについては、私の資料はいろいろありましたけど、大体大まかに言ってそういうこと

で、再度言いますと、嬉野、武雄、伊万里ですね、３市で人口は13万9,000人ですね。具体

的に言うと、伊万里は約５万8,000、武雄が５万2,000、嬉野が２万9,000、合わせて13万

9,000人と。嬉野の２万9,000の中から、しかも、結婚ですから、シルバーのごたっとと結婚

する人はおりませんから、やっぱり若い人ですから、そういうふうな１つの確率が、やっぱ

り人口の多かったほうがいいんじゃないかと。そして、たまたま伊万里の方に、私が嬉野に

は温泉のあっよと言ったら、よかねというふうなことも聞きますように、やっぱりある程度、

エリアを広くして、そして、そこで集団のいろいろ仕事をしたほうが弾みのついて、好奇心

のあっけん、いいじゃないかと思いますけど、これについては、担当課もおられませんから、

市長、今の話でいかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 武雄市さんとか伊万里市さんの状況は十分わかるわけでございますが、これは以前からお
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答えしておりますように、私ども以前から杵藤広域圏の中でも、そのような事業をずっと継

続しておりまして、毎年事業も行っております。また、成果も上がっておりますので、私ど

もは当然、せっかく以前から杵藤広域圏のメンバーでもございますので、そういう情報交換

をしながら進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 最後の質問に移ります。 

 健康増進のことですね。これについては３月議会でいろいろ、口角泡を飛ばされて賛否両

論ありましたけど、私は私の意見を先ほども言いました。やっぱり人間、健康というのは非

常に、自分のこととして思っておりますけど、その人の生まれつきの体質がありましょうし、

それからまた、思わぬけがとか、あるいは思わぬ病があるというふうなことで、これは一概

にどうせろということはなかなか言えんと思いますけど、そういうふうなことに対する、い

わゆる行政の責任としてのバックアップ、支援ですね、ここがねじがきけば大きく展開する

と。ただ黙っておくよかそれぞれの健診もされておりますけど、今の健診の、毎年されてお

りますけど、これは担当課にですけど、その健診の実績、計画に対する実績評価、そういう

点についてわかっておれば。 

○議長（太田重喜君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（筒井 保君） 

 お答えいたします。 

 22年度の実績でございますけれども、まず、総合がん検診につきまして、がんの検診ごと

に御説明申し上げます。 

 まず、胃がんにつきましては受診率が15％、子宮がんにつきまして17％、乳がんが17％、

大腸がんが22％、肺がんが23％、前立腺がんが30％となっております。 

 また、国保のほうで特定健診を行っておりますけれども、これにつきましても38％という

形になっております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 今、対象者について15％、17％と、いろいろパーセントを種類別に言われましたけど、何

かから比べれば、対象者のもとになる数が幾らかわかりませんけど、15％とか17％と、これ
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は市民全体、赤ちゃんから全部の、いわゆる２万8,700人の人口からしての15％なのか、そ

れとも、何か特定の対象にした人の15％なのか。そのパーセントのもとになる数をちょっと

答えてもらいたい。 

○議長（太田重喜君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（筒井 保君） 

 総合がん検診につきましては、基本的には対象者が40歳から74歳。子宮がんと乳がんにつ

きましては二十から行っているところでございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 国保では38％と言われましたが、すべて同じですけど、あとこれを２倍になすと、受診率

をね、検診率を、そういうふうな手だてというか、方法というか、そういうものの中には、

そうすればそうなろうというふうな、何か課長として思いというか、こうすればこうなるか

わからんという思いがありますか。例えば、38％から72％になるとかね、15％が30％になる

とか。とりあえず目標ですから、ならんでも、なるでも、目標ですから、何かをすればまた

上がりますよという、その考えはありますか。 

○議長（太田重喜君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（筒井 保君） 

 現在、健診につきましては、日曜健診とか、健診回数をふやしたりとか、できるだけ近い

場所で健診できるような形は行っておりますけれども、なかなか伸びない状況でございます

けれども、健康づくり課長の意見として述べろということでございますので、やはり健診に

つきましては、現在、子供さんから大人へのアプローチ、例えば、子供さんが健康教育、例

えば、早寝早起き朝食とか、そういうことを言って、父親とか母親に伝えて、健康のアプロ

ーチをしていけば、おのずと保護者につきましても健康に関心ができますし、その後、やは

り健診に結びつくんじゃないかなと思っているところでございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 なかなか難しい、何でも難しい問題ですけど、健康というのは、何か物を買えば必ずコス

トがありますから、値段は一定しておるわけだけど、健康というのは、医療費は場合によっ

ては、病院にかからんような健康な人は、結局、保険料は、普通の一般の保険料、建物の保

険と同じで掛け捨てになるわけね。掛け捨てになるということは、結局、ほかの人に、相互
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扶助でやっていることになるわけ。そういう意味では、やっぱりこれを満遍なくしていくた

めには、ただ通知を出したから来んしゃっじゃろうじゃなくして、私が提案したかとは、こ

れは市長にお願いしたかばってん、土曜、日曜を代替にとって、地域を一回りするというく

らいの、健康増進に対する熱意ですね、そういう点についてはいかがでしょう。小さな部落

だけじゃなくしても、例えば、３部落集ってくださいというふうな、それでもいいでしょう。

やっぱり、市もやりよるなと、健康増進に力入れよるなという、それがやっぱりこういうふ

うな結果につながっていくんじゃないかと思うわけですけど、市長、いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 以前と違いまして、いろんな意見ありましたけれども、やっぱり総合的な健診ということ

で、非常に成果は上がっておるところでございまして、そういう面では日曜等も行っており

ますので、ぜひ受診方を進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 ちょっと勘違いされておりますけど、私が言った、日曜日に健診車が来て、そこに来るじ

ゃなくして、課長以下担当課が部落に出向いて、場合によっては常会は夜でする、老人会は

昼でする、そういうところで、もう危機的状況ですからよろしくと、健康増進と、そして、

その中で専門的な健康の話ができる人を呼んでもいいでしょうが、そういうふうにして、や

っぱり啓蒙啓発をせんと、いつもの行政の横滑りでは、いつまでたっても17％とか12％で終

わらせんかにゃというふうな気がするわけですよ。筒五課長、そういう点では気持ちはあり

ますか。部落に入って、老人会とか、あるいは場合によっては、要請によっては夜ですね、

もう大変になりますから、ことしも赤字になりましたから上げましたというごたあ、残念な

こと言わんばやったと。ですから、健康増進について、どなたか専門家をものの10分でもい

いですから、呼んででもする気持ちはありますか。 

○議長（太田重喜君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（筒井 保君） 

 国保税の値上げ等につきましては、広報等でもお知らせはいたしておりますけれども、や

はり栄養教室とか、夜間に地区ごとにございますので、そういう機会を利用いたしまして広

報活動を行っていきたいと思っております。実際、夜間等の栄養教室、あるいは健康教室を
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行っている状況ではございますけれども、まだまだ尐なくございますので、市全体に広げて

いきたいなというふうには思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 私は、長野県に１度行ったことがある。ここで話したかもわからんばってんね。私たちは

塩田の議員として行きましたけど、担当課にもやっぱり、夏休みでも何でもいいでしょう、

そういうふうな優良なところを視察して、それを物になすというふうなことをされたがいい

と思いますけど、この健康増進課の、さきの方も、過去でもいいですけど、長野県とかなん

とかに視察に行かれた歴史がありますか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私が県全体の保険者協議会の会長を務めておりますので、そこの講師としてわざわざ、２

年間だったと思いますけれども、長野県の推進された方に来ていただいて、一忚、進めてい

ただきました。そういうことで、私どもの担当課も、担当職員も、その講義を受けておりま

すので、状況については把握しているというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 先ほどから申し上げますように、医療というのは、いわゆる一般で言えば、普通の車の保

険と同じように、掛け捨て保険と同じように考えていただけば、自分の損得分かれるわけ。

病気した人に非常に助けてやりよるわけ。ですから、そういう人がふえればふえるほど医療

費も上がらんばいかんわけ。ですから、そういう人が減れば減るほど医療費は下がると、大

きな大前提のもとで私も話しておりますけど。 

 私はこの方、74歳になります。自分のことを言ってはいけませんけど、入院したことは一

度もありません。それでも、自分で自分の健康増進をちゃんと自覚して、いわゆる持続させ

るわけ。だから、話を聞いたときだけじゃなくね、これは持続ですよ、何でも。忍耐、持続。

それをちょっと紹介しましょうかね。 

 私が弱かないばね、私はばかのごと言うなって、私も強かけんですね。その中身を申しま

すと、朝、コップ２杯必ず、起きたら冷たい水を飲むということと、大根はどこでも安くあ



- 38 - 

りますから、大根をすって食べよる。それから、朝の仕事ですよ。ギンナンを５粒ずつ毎朝

食べると。これが１つは、水を飲めば胃袋行こうだいということでね、水を飲めば脳に行く

わけですよ、頭に。物すごく早く回転しよるわけね。そういうことで、脳も非常にね、そう

言うたけんてね、痴呆症にならんこともなかろうばってん、そういうこと。それから、２番

目の大根は、ジアスターゼというですか、胃袋が悪ければ肝臓が悪くなる、何でんかんでん

内臓は悪くなるわけ。まず胃袋を強くすることが大前提で、酒も、うもうなかごとなるわけ

ですよ。これが２番目。３番目、ギンナンはエキスがいろいろありまして、これは私は90に

なる人からの話を聞いて、もう亓、六年前から実行しよっばってん、脳みそを非常にやわら

かく、活性化すると。その方は現実にまだバイクに乗んさっし、カラオケも歌いんさっし、

記憶力もよか。そういうふうなことで、やっぱりだれかのことを参考にして、それを実行せ

にゃいかんと。三日坊主じゃいかんわけですよ。やればやると、必ずやると。 

 それから、社会福祉協議会の平野さんは、どこでも言われます。ふろに入ったら、ただで

入んなて、準備せろと。首を左に、あの人は15回かね、15回、右に15回、前後に15回して、

手足を伸ばせて。そがしこすっぎ腰も曲がらんと。実際、あの人も曲がっとんさらんわけ。

そういうふうな些細なことが健康につながっけんが、大いそのことしたって言うたけんてね、

つまらんにゃあて、私は思うわけですよ。ですから、これは私の、参考で、時間もとってし

もうたばってんが、そういうことでお話ししておきます。 

 それから、最後に市長に、ぜひお願いしたことを、お願いしますけど、どういうことかと

いうと、そこに、道路に核実験、核被爆宣言ってあるでしょうがね。ああいうふうなとを嬉

野市に、健康増進日本一の町をつくろうというふうなアドバルーンを上げて、道路に二、三

カ所上げとったら、それが１つの運動のきっかけになりゃせんかと。そういうことによって、

やっぱり老人会あたりにもそれを説明に行くと、それから学校にすると。やっぱり、何かの

大きな目標の中で出さんと、世間は変わらんと思うわけですよ。市長も、健康増進日本一の

その宣言文を書かれて、また、実際そういうふうな行動を移していただきたかばってん、市

長としてはどうお考えですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 冒頭お答え申し上げましたように、私どもとしては日ごろ、要するに健康づくりというこ

とを第一に考えておるところでございますので、そういう目標を目指して頑張っていきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 ここで、健康づくり課長より訂正の申し出があっておりますので、これを許します。健康
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づくり課長。 

○健康づくり課長（筒井 保君） 

 先ほど、対象者につきましての質問がございましたけれども、ちょっと説明不足の部分が

ございましたので、再度申し上げたいと思います。 

 対象者につきましては、全人口の40歳以上の方から、就業者数、働いている方を引きまし

て、それに農林水産業に従事されている方のみを足すという形で現在統一されておりますの

で、そういう形で統計をとっておるところでございます。 

 それから、子宮がんにつきましては、二十以上の女性で、就業者数を引きまして、それに

農林水産業に従事されている方を足すという形でございます。 

 また、特定健診につきましては、40歳から74歳までが対象となっておるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 今のをちょっとメモしますと、40歳以上で就業者の方を差し引いて、農林水産業者を加え

たと、大まかそういうことですかね。 

 そいぎ、大体、人口としてはね、15％、17％と言われますけど、総人口は、それにこれ、

１、２、３、４、項目で割りますから出てきますけど、大体、その対象者は、子宮がんとか

胃がんとかありますけど、ぐるみでいいですから、大体どのくらいですかね。 

○議長（太田重喜君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（筒井 保君） 

 胃がん等につきましては9,840名ほどが対象者になっております。あと、子宮がんと乳が

んが若干違いまして、子宮がんが7,000名ちょっとでございます。乳がんにつきましては

6,000名強の数字になっております。前立腺がんにつきましては男性ですので、3,600名程度

になっておるところでございます。 

 以上でございます。（「はい、ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 それでは、再度、市長にお願いばってん、先ほど、そういうふうに努力しますということ

で、確かに努力せにゃ人間だめですけど、努力を形にあらわしてもらいたいと。ですから、

健康増進日本一のスローガンを、塩田、嬉野、１カ所でもいいですから、こういうことで頑
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張っておりますよと、値上げしましたけど、来年ぐらいは下げるようにしますよというふう

なことを含めて、具体的な形であらわしていただきたいですけど、それは形であらわしても

らいますか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 このことにつきましては、冒頭もお答えしましたし、また、議員の御発言の本旨でもある

と思いますけれども、やはり地域全体で盛り上がらないことには、こういうものについては

実を得られないというふうに思っております。そういう点では、いろんな健康増進の、また、

いろんな組織、団体がありますので、そういうところに今のお話についてはお話をつなげさ

せていただいて、ぜひ市民全体で、そういうふうな動きにしていこうというふうな機運をつ

くるように、またお願いをしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 言っておられることはよくわかりますけどね、結局、行政のトップは市長でしょう。市長

みずからが発言、あるいはそういうふうな形をとられたということは、大きな市の市民に対

する励みとかになると思います。担当課がしておるから云々でなくして、市長がね、たまた

まね、立て看板を頼めばものの５万円ぐらいで余るでしょう。それを市長として市長の権限

で、これをつくりましたと、つくりましょうというようなことはできませんかということを

言っているわけ。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 せっかく今まで長い間、いろんな組織の方が御協力をいただいておりますので、私がぽこ

んと立てるということはやめたいと思います。組織のことで合意をしていただいて、そして、

そういう看板を立ててやろうじゃないかというふうな醸成をぜひさせていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 
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○16番（平野昭義君） 

 それじゃ、担当部長、課長にお願いしますけど、今の市長の発言を聞けば、あなたたちを

越えて市長はされないというように聞こえますけど、あなたたちは、今の私の言うことの意

味はわかりますかね。結局、あなたたちがしよるから、市長は飛び越えて、そういうことは

できませんということですけど、それじゃ、私は、何のための市長かなというふうに思うわ

け。江口部長、いかがですか。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（江口常雄君） 

 実は、私の妻も乳がんは住民健診でわかって、２回ほど、右も左も手術したわけですけれ

ども、今も元気で生活をしておりますので、そういうことを皆さんに十分理解していただけ

るようしていきながら、医療費も抑えられればと思いますけれども、問題は、やっぱり、こ

ちらからお知らせをして、どの程度反忚していただくかという試行錯誤だと思いますけれど

も、それをどういうふうにやって繰り返していきながら、たくさんの方を来ていただくとい

うことをやらなければならないのではないかなと思っております。 

 ほかの議員の方から、コストアピールとかいうのもお話があっていますけれども、健診に

ついても、私、考えてみて、１人当たりこれだけの費用がかかっておりますので、ぜひ無駄

にしないでくださいというような言い方も必要なんではないかなというふうに思っておりま

すし、さっき議員がおっしゃったように、キャッチコピーであるとか、マスコットキャラク

ターなど、そういうものをつくって、雰囲気をつくるというのも大事なのかなというふうに

思っておりますので、今後、担当課と協力、協議をしながら進めていきたいなと思います。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 江口部長に再度質問するばってんね。先ほど、市長に私はそういうふうなことを、金の５

万円もあったらできるやろうと、そしたら、あなたたちによれば、そういうことをしても迷

惑よと。迷惑と受けとめますか。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（江口常雄君） 

 私たちは、あくまでも公務員ですので、首長からの業務命令は遂行したいと、業務命令で

あればですね。そのように思っています。その質を高めるということも考えながらやってい

きたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 

○16番（平野昭義君） 

 今、江口部長が申されたとおりに、結局、最終的には公務員ですから市長の判断には従い

ますよと、ですから、市長は、値上げまでも塩田のために嬉野市はこうなったと、こうなれ

ば、場合によっては滞納も始まりますよ。きつい財政の上に、家庭はお金が足りんやったら、

また困ります。ですから、その頑張る気持ちにこたえて、収納もよくなるかわからんと思い

ます。ですから、私がね、立て看板ぐらいはどうかと、そいぎ、部長は市長が言えばします

と、市長は部長どんが余り、越権行為やろうという感じばってん、そうじゃなかごたっ感じ

ですね。よろしく。できますか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今回の国保に関しての御発言が続いておりますけれども、国保の問題につきましては、御

承知のように、制度的な課題がたくさんあるわけでございまして、また以前と比較にならな

いような御長寿の時代になったわけでございまして、もちろん喜ばしいことではございます。

そういうことでございますので、いわゆる病気がどうこうということよりも、そういう長寿

社会に対する保険制度の改革という中で、やはり料金の改定等も御理解いただきたいなと思

ってお願いをしたところでございます。そういう点では、ぜひ御理解をいただきたいと思っ

ております。 

 ただ、私も申し上げましたように、いきなり健康日本一ということをビラをぶら下げて、

それで実績が上がるかとは、かえって考えておりませんので、せっかく長い時間かけて市民

のいろんな団体の方が健康づくりには御協力をいただいております。そういうことで、先ほ

ど申し上げましたように、このような御発言があって、それを目指してやろうじゃないかと

いうふうな話がありましたということはお伝えしますというふうに言っているわけでござい

ますので、そういう中で、やはり気持ちを醸成させていただいて、そして、ここまで来たか

ら健康日本一の下げ札でも立ててやっていこうじゃないかというふうなことが一番望ましい

と私は考えておるところでございまして、パフォーマンス的に懸垂幕を下げて、それで済む

というものではないだろうというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 平野議員。 
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○16番（平野昭義君） 

 私は、逆な考えで、そういうふうに努力されておられる方に後押しするというか、ツルの

一声、後押しするよというふうな意味を言っているわけですよ。これは、今、国も総理大臣

を一定のめどとかなんとか、いろいろぐずぐず言うばってんね、やっぱりぐずぐずぐずぐず

言うことよりか、やっぱり何か前向きに進めるということで。私は、この武雄の、びっくり

したですね、写真撮りに行って。36ヘクタールということは、これはちょっと考えられない

んじゃないかと思った。しかし、人間というのは、指導者がやっぱり、間違うてもいいです

から、やることが形になって、やることが大事と思います。市長、ここで答弁できなかった

ら、後日でいいですから、そういうふうに決めましたというようなことを期待しております。 

 これで終わります。 

○議長（太田重喜君） 

 これで平野昭義議員の一般質問を終わります。 

 引き続き一般質問の議事を続けます。 

 ８番梶原睦也議員の発言を許します。 

○８番（梶原睦也君） 

 議席番号８番梶原でございます。傍聴席の皆様におかれましては、早朝よりお疲れさまで

ございます。 

 まず最初に、ちょっと訂正をさせていただきます。通告書の防犯対策についての⑤高齢者

や障害者の安全確保のために「緊急医療情報キット」と書いてありますけど、これは「救急

医療情報キット」の間違いでございますので、訂正方お願いいたします。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、通告書に従い、質問させていただきます。 

 まず最初に、今回の東日本大震災においてお亡くなりになられた方に対し衷心よりお悔や

み申し上げますとともに、被災された多くの皆様に対しお見舞い申し上げます。私も被災地

の一日も早い復旧、復興を願っております。 

 本年３月11日にマグニチュード９の東日本大震災が発生いたしました。これは関東大震災

の45倍、阪神・淡路大震災の1,450倍に匹敵するエネルギーだと言われております。いかに

この震災が想像を絶するものだったかがうかがえます。６月１日現在で死者・行方不明者数

２万3,714人となっており、原発事故も含め、戦後最悪の大震災となりました。 

 また、昨日はこの時期には珍しい台風２号が沖縄を初め日本列島に接近し、大きなつめ跡

を残しました。立て続けに予想外、想定外の災害が起こっております。 

 東日本大震災は未曽有の自然災害と言われておりますが、日を追うごとにさまざまなこと

がわかってまいりました。その中で、平時の災害対策がいかに重要なのかを再確認したとこ

ろでございます。災害は予測不可能であり、防災対策がこれで万全ということは決してござ

いません。しかし、行政の使命として市民の命と財産を守る立場としては、でき得る限りの
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対策を講じるべきことは当然のことでございます。 

 そこで、次の６点についてお伺いいたします。 

 まず１点目、未曽有と言われる今回の震災に対する市長の所感をお伺いいたします。 

 ２点目、本市のハザードマップの見直しや防災計画の見直しの検討はなされたのか。 

 ３点目、被災者支援システムの導入をすべきではないかということでございます。 

 未曽有の災害となった阪神・淡路大震災から16年が経過しました。被害の大きかった西宮

市では、震災発生直後から西宮市の情報システム担当職員は昼夜を問わず被災者台帳、被災

者証明書の発行、避難所関連仮設住宅等の被災業務支援システムを短期間のうちに次々と開

発しました。この西宮市が独自に開発したシステムは、現在、地震や台風などの災害発生時

に被災者に対する被災証明書や家屋罹災証明書の発行、義援金や生活支援給付金の管理など、

地方公共団体による被災者支援業務のためのシステムとして全国の地方公共団体で利用でき

るようになっております。今回の大震災発生後、このシステムを導入する自治体がふえてお

り、本市でも早急に導入すべきと考えます。 

 ４点目、災害時の要援護者支援の体制は万全か。 

 ５点目、高齢者や障害者の安全確保のための救急医療情報キットの整備に取り組むべきと

いうことであります。 

 これは、プラスチックの円筒形のケースの中に、氏名、生年月日、血液型、家族構成、緊

急時の連絡先などの個人情報とともに、かかりつけの病院や病歴、アレルギーや薬の副作用

など医療情報、また本人の写真や健康保険証、診察券のコピーなどを入れて、それを保管場

所のステッカーを張った冷蔵庫に保管しておき、災害時や救急医療に備えるものでございま

す。例えば、ひとり暮らしや高齢者世帯、障害者世帯などで救急が発生したとき、緊急を要

する場合には救急隊員が救急医療情報キットを冷蔵庫から取り出し、その情報をもとに的確

に対処します。それにより大切な命を守ることができます。ぜひこの制度の取り組みをすべ

きと考えます。 

 ６点目、災害対忚型自動販売機の設置をすべきと考えるが、いかがか。 

 以上、６点についてお伺いいたします。 

 なお、あとの教育長へのお尋ねは質問席より行いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいまの質問に対し答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 梶原睦也議員のお尋ねについてお答えを申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、防災対策についてということでございます。通してお尋ねでござ

いますので、通してお答えをさせていただきたいと思います。 

 今回の東日本大震災につきまして、被害に遭われました皆様に改めてお見舞い申し上げる
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ところでございます。今後も引き続き支援体制をとってまいりたいと考えておるところでご

ざいます。 

 今回の震災に対する考え方でございますが、未曽有と言われるように、厳しい災害であっ

たととらえておるところでございますが、国を挙げて早急に復興に取り組むべきだと考えて

おるところでございます。嬉野市といたしましては、できることからということで現在まで

にも支援体制を組んでおりますけれども、今後も継続して取り組むようにいたしたいと考え

ておるところでございます。今回の震災によりまして、日本全体の防災対策等につきまして

も再度見直しをしながら、しっかりとした形で取り組みが行われるというふうなことが望ま

れるというふうに考えているところでございます。 

 次に、ハザードマップの見直しについてお答えを申し上げます。 

 嬉野市につきましては、主にではございますが、塩田地区におかれまして、塩田川の増水

によって被害を受けられてきたところでございます。そのようなことから、ハザードマップ

を作成し、戸別に配布し、周知を図っておるところでございます。 

 今回の震災に関して見直しは計画いたしておらないところでございます。 

 防災計画につきましても策定いたしまして、関係機関などへの周知を図っております。 

 今回の震災につきましては、原発、津波という新たな被害が起きましたので、対忚できる

よう見直しが必要になったと考えておるところでございます。現在、佐賀県におきまして防

災体制の再構築が進められておるところでございまして、嬉野市といたしましても、一定の

方向を入手いたしましてから、関係機関と協議を行ってまいりたいと思います。 

 水害や土砂災害につきましては、以前から資料を持っておりますので、対策をいたしてお

るところでございます。 

 次に、被災者支援のシステムにつきましては必要であると考えておるところでございます。

嬉野市におきましては、データそのもののバックアップにつきましては以前から検討し、対

策をとっておるところでございますが、被災者支援等のシステムということにつきましては、

取り組みができておらないというふうに考えておりますので、御提案を機に研究してまいり

たいと思っておるところでございます。 

 次に、災害時の要援護者に対する支援につきましては、以前から民生委員さんや関係機関

の担当者による支援組織をつくっておるところでございます。個人情報の課題などもありま

して、随分時間はかかりましたけれども、個人で十分避難できない事情をお持ちの方もいら

っしゃいますので、昨年６月に地域における援護のシステムをつくり、各地域に広報と告知

をしたところでございます。今後は、各地域で必要なときに組織として有効に活動できるよ

うに努力しなければならないと考えているところでございます。 

 次に、救急医療情報キットにつきましては必要であると考えますので、今後検討いたした

いと思います。幸いにいたしまして、嬉野市は医療施設は充実いたしておりますので、今回
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のような医療体制の崩壊は考えにくいのですが、緊急に対忚できる分につきましては、コミ

ュニティでも必要になってくると考えておりますので、対忚してまいりたいと思います。 

 次に、災害時への自動販売機につきましては、現在、設置しておりません。大手の飲料メ

ーカー等が設置しておられるところもあるわけでございまして、私も先日拝見いたしました

けれども、相当大きく、またスペース等もとるわけでございまして、課題があるのではない

かというふうに考えておるところでございますが、御提案でございますので、メーカー等へ

の設置要望をしてまいりたいと思います。 

 以上で梶原睦也議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 それでは、再質問させていただきます。 

 市長の所感というのは今お話ありましたので、嬉野市の防災計画について質問させていた

だきます。しかし、後の議員も防災関連の質問が続いておりますので、なるべくダブらない

ような質問をさせていただきたいというふうに思っております。 

 平成19年に本市の防災計画が策定されたわけでございますが、この防災会議のメンバーは

どのようになっているのかという部分と、防災会議の開催は通常はどのように開催されてい

るのか、定期的に開催されているのか、その点についてお伺いいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 総務課長。 

○本庁総務課長（小野彰一君） 

 お答えをしたいと思います。 

 防災会議の委員さんの名簿といいますか、その中には、まず市関係では市長、それと職員、

あと教育長、それと県の機関では県の知事部局の職員の方４名、それと国関係では国道の維

持出張所の職員の方１名、それと県警の警察官の方を１名、嬉野消防署より１名、消防団の

団長及び副団長で２名、それと市議会の議長で１名、嬉野、塩田それぞれの行政嘱託員代表

として２名、あと婦人連絡協議会ですかね、そちらの代表の方が１名、社会福祉協議会の会

長さんが１名、それと商工会会長さん１名ということで、計25名の体制で、この会議につき

ましては、通常の開催につきましては、案件等があったときに開催をしているということに

なっております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 
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 はい、わかりました。 

 そしたら、今回、この震災が発生した直後というのは、この会議が開催されたということ

でよろしいんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 総務課長。 

○本庁総務課長（小野彰一君） 

 この防災会議につきましては、今回の震災があったときの開催はあっておりません。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 ということは、あくまでもこの市内においてそういう直接的な災害があった段階で開催さ

れるというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 総務課長。 

○本庁総務課長（小野彰一君） 

 今議員もお話があったように、市内といいますか、そういう近隣の市町等も含めたところ

の災害等があったときは開催するというような形になっております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 わかりました。 

 そしたら、次に、先ほど市長のほうから答弁あったんですけれども、防災計画書の中に、

第１編第２節に「国の防災基本計画及び佐賀県地域防災計画が修正された場合や防災に関す

る諸情勢に変化が生じた場合などには、この計画に的確かつ速やかに反映させる必要がある

ことから、嬉野市防災会議において修正する」とありますけれども、今回のこの大震災の中

で修正がなかったということでございましたけど、そういう議論の中身というか、何で修正

がなかったのかという、もしこの点で修正しなかったというのがあればお伝え願いたいと思

います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 先ほど課長申し上げましたように、修正がなかったというか、開催していないということ

でございます。実は今、県のほうで防災等の全般について再度体制等も含めまして見直しを

進めておられるところでございまして、先日、原発等の関連で説明会がございまして、早急

に県としてまとめて、当然各市町も関係するわけでございますので、県の方針が出たところ

で、私どもとしても対忚をしていきたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 わかりました。 

 そしたら、この防災計画というのは４ページから成っておるわけでございますが、風水害

対策、震災対策、火災を含むその他の災害、こういうふうに分かれております。特に先ほど

市長からありましたように、本市におきましては、塩田地区を初め水害対策というのが重要

になってくると考えますけど、今後の課題点というのはどのようなことが想定されるのか。

また、先ほど原発と津波というお話がありましたけど、本市において有明海での津波発生と

いうのも想定されているのか、先ほどの津波というのはあくまでも玄海原発の津波というこ

となのか、その点についてお伺いいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 今回、県自体が見直しをということで話がありましたのは原発に対する課題でありました。

そういうことでございますので、我々としては、有明海における津波というのは、この前、

学術関係の方が発表しておられましたけれども、そう高くないというふうに思っております

ので、この津波対策についてどうこうというのは出てこないんじゃないかなと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 そしたら、もう一度確認しますけど、嬉野市としては津波対策という部分が頭にないとい

うわけではないでしょうけれども、特別、特段対忚するという予定はないということで理解

してよろしいんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 
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 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 そこまで踏まえて一忚県で今計画をつくっておられますので、今度県のほうで、先ほど申

し上げましたように、この前の説明会ではそういう説明でしたけれども、全般的な有明海沿

岸の津波ということも入ってきますと、当然私どもも防災会議の中に入れていくと、防災の

対象の中に入れていくというふうになると思います。 

 いずれにしましても、この前の説明会ではそういうふうなことでございましたけれども、

今、県のほうで検討しておられるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 そしたら、次に、今回の震災を受けて地震に対する考え方をお伺いしたいと思います。 

 この防災計画の中にも入っているんですけれども、本市の地震対策というのは、佐賀県が

平成７年から８年にかけて実施した震災等被害シミュレーション調査をもとに作成されてい

るということでございます。その中に被害が最大と予想されるのが、本市にかかわるところ

でいけば川久保断層系のマグニチュード6.7というふうに設定されておりますけれども、今

後もこの設定を想定値の参考にされるのか、それとも新たな見直しというのを市長としてこ

の地震に関して再度検討されるという予定はあるのか、その点についてお伺いいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 そこのところも先ほど申し上げたとおりでございまして、いずれ話もあると思いますけれ

ども、現在のところはいわゆる海溝プレートについての話がありまして、内陸部での話は直

接は聞いておりません。ですから、そこらを踏まえて、計画の中に入ってくれば当然対忚も

していくというふうになると思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 そこら辺も含めてしっかりとした防災計画を見直しというか、つくっていただきたいとい

うふうに思っております。 
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 また、一番大事なのは現場の意見が大事でございますので、しっかりと現場の意見を反映

した防災対策をつくっていただきたいと思います。 

 質問が前後して申しわけございませんが、次に、災害時要援護者支援についてお伺いいた

します。 

 地域防災計画の中に、処理すべき事務、業務の中に災害時要援護者対策に関するというの

がございますけれども、この要援護者の定義というのはどのようになっているのか、お伺い

いたします。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（江口常雄君） 

 お答えいたします。 

 平成21年度予算で要援護者台帳を作成いたしました。その中の項目といいますか、では、

ひとり暮らしの高齢者の方、あと身体・知的障害者の方、精神障害者の方、それと難病者、

小児慢性特定疾患のある方というふうに５項目に分けて登録をしております。身体障害者の

方については１級、２級、あと療育手帳Ａをお持ちの方というふうにいたしております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 要介護の場合はもう要介護認定３から５とか、そういうことじゃなくて、もう介護認定を

受けている方は全員対象ということになるんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（江口常雄君） 

 これはあくまでも台帳登録は同意方式をとっておりまして、介護認定をされておられる方

であれば、その身障の１、２級に該当するような内容であればいいのではないかなと思いま

す。あくまでも身体障害の１、２級ということで一忚ここには書いておりますけれども、同

程度であればよろしいかと思いますが。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 わかりました。 

 それと、要援護者のリストの作成はもう終わっているのかどうか、その点についてお伺い
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いたします。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（江口常雄君） 

 予算をいただいて、22年３月までに一たんは台帳作成をしております。それと、昨年度、

22年度、今年度もですが、年度初めに民生委員の方に御照会をして、登録される方があれば

お知らせくださいということで毎年度お願いをしております。それで、一番最初には297名

程度おられたんですけど、現在では275名登録されておられます。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 もう一回、現在では275名、この数というのは全体的なパーセントというか、担当課とし

てこれくらいの方がいらっしゃるというのはつかんでいらっしゃると思いますけれども、そ

れに対しての比率というのは現実どれくらいになっているのかわかりますでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（江口常雄君） 

 先ほど同意方式で台帳を作成しているということで申し上げましたが、その対象者として

は現在は444名、それで、率としては62％程度というふうになっております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 この同意がなかなかとれないというのは、何かそこに原因があるんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（江口常雄君） 

 それぞれ該当される方は理由はあるかと思いますが、家族が近くにおられるということも

あるのかもわかりませんが、それとか、やっぱり本人が拒まれるということですけれども、

あと支援の方が見つからないということもありますけれども、それはなるべく女性嘱託員さ

んあたりにお願いをしております。これはもう基本的に多いのは、やっぱり本人が拒まれる

のが一番多いかと思います。 

○議長（太田重喜君） 
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 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 ちょっとほかの自治体の例で申しわけないんですけれども、新潟県の三条市がこのリスト

をつくるときになかなか同意を得られなかったということで、実際、個人情報とか絡みます

けれども、本当に命を守るという意味では非常にこの制度は大切だと思うんですよね。 

 そういう中で、先ほど同意を求めるということで、ここでは、最初は暫定的に要援護者を

先ほど定義しまして、民生委員さんが要援護者の世帯に戸別訪問して、一人一人に名簿を渡

して同意を得ていたと。しかし、なかなか現実には進まないということで、この次に、要援

護者に対して全員に郵送によって要援護者への登録についての同意を求めるんじゃなくて、

不同意を求めると。そこで確認をして、その不同意の意思を示さなかった方は確認したとい

うような形で行政を進めた。かなり進め方としては乱暴だとは思うんですけれども、現実に

この制度を生かすということでいけば、そういう登録をした人がやっぱりいないと意味がな

いと思うんですね。実際の災害があったときに、どこに援護者がいるかというのがわからな

いわけですので、そういう進め方というのも、ひとつこういう形で積極的に進めている自治

体もあるんですよね。その点についてちょっと担当課のほうから感想をお伺いしたいと思い

ますけど。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（江口常雄君） 

 今お伺いして尐しびっくりしたんですけれども、果たしてそういうやり方がいいのかなと

いうのはちょっと考えます。私たちとしては、できるだけやっぱり本人さんの同意を得て進

めたいと思いますし、民生委員さんだけじゃなくて、必要があれば職員はもちろん一緒に行

ってお願いをしたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 私もこれがベストというわけじゃありませんけれども、とにかくこの制度をきちっとした

形でやっぱりなすためには、そういう登録していただく方をとにかくふやしていくというの

は大切なことだと思います。 

 そしたら、実際、災害が発生したときに、個人宅におきましてはまず家族が避難誘導する

というわけでございますが、そういう場合、困難な場合というのはだれが最初に避難支援す

るということになるんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 



- 53 - 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（江口常雄君） 

 嬉野市の場合では、もう台帳登録のときに２名の支援者の方を決めていただいております。

２名の支援者があって初めて台帳登録をするという形もとっておりますので、そういうちょ

っとハードルもさっきの率の中であるのかもしれませんが、その方たちが支援をするという

のは、それぞれ自覚をしていただいているというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 そしたら、先ほどの話ですけれども、要援護者のリストに関しては個人情報になるわけで

ございますが、これは、民生委員さんとか消防団員さんへの提供というのは、民生委員さん

は当然持っていらっしゃると思いますけれども、それを実際、私がさっきだれが救助に行く

かと言ったら、現実的には２名とおっしゃいましたけれども、消防団員の方というのがかか

わってくると思うんですよね。そういう中で、消防団員の方への情報提供というのは考えら

れないのかどうか、その点についてお伺いいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（江口常雄君） 

 情報提供については、当然民生委員さんにしているわけですので、民生委員さんは御存じ

です。それと、最初の答弁で市長が申し上げましたけれども、昨年の６月かに行政嘱託員さ

んにもお配りをしておりますし、消防のほうの協力もお願いをいたしております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 そしたら、もう一回確認ですけれども、消防団の方への情報提供はできるということで理

解してよろしいんですね。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（江口常雄君） 

 緊急の場合の命を救うということですので、やはりそういう使命というか、仕事につかれ

る方については共有するということが大事じゃないかなというふうに思っております。 

○議長（太田重喜君） 
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 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 はい、安心しました。 

 そしたら、次に救急医療情報キットの整備について質問させていただきます。 

 先ほど壇上でも申しましたけれども、この救急医療情報キットの配布というのは、最初ア

メリカのポートランドで行われていた実践例をヒントに、平成20年５月に東京の港区で取り

組んだのが始まりだと言われております。東京港区では、このキットを高齢者や障害者、健

康に不安がある方に無料で配布しております。このキットに関しては、冷蔵庫に保管して、

いざというときに救急車が駆けつけた場合、冷蔵庫をあければ必要な情報を確実に得ること

ができることから「命のバトン」というふうにも呼ばれております。近隣では大町町で今取

り組まれておりますけれども、私も経験したんですけれども、以前、救急車が出動した現場

に立ち会ったときに、その家族の方が認知症で、救急隊員の方がもう連絡がとれずに困られ

たんですよね。何とか近所の方に聞いたりとかして、やっと身内の方がつかまったことがあ

るんですけれども、非常に救急隊員の方が苦慮されていたということがありました。この救

急医療情報キットというのが、私、これは後で知ったんですけれども、こういうのがあれば

スムーズな対忚ができたはずだけどなと思いながらずっといて、今回、この提案をさせてい

ただきました。この救急医療情報キットの整備に先ほど前向きな答弁はいただきましたけれ

ども、ぜひ市長、これ取り組んでいただきたいと思いますけれども、もう一度答弁をお願い

いたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 冒頭お答え申し上げましたように、ぜひ取り組みについて検討してまいりたいと思ってお

るところでございます。 

 また、ほかのところでの研修会でも私も学ばせていただきましたけれども、問題は、やっ

ぱり的確に相手にわかっていただくような方法をいろんな形で考えなくちゃならないと、そ

の一つのツールだと思いますので、勉強させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 これも個人情報等いろいろ課題はありますけれども、ぜひ取り組んでいただきたいと思い

ます。 
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 次に、災害時に手動や遠隔操作によって自動販売機の飲料を無償で取り出せる災害型自動

販売機というのが今全国的に普及しております。先ほど市長からもありましたけれども、自

治体と飲料メーカーと協定を結んで設置するもので、経費は全部飲料メーカーが提供してく

れます。この災害型自動販売機というのは電光掲示板が装備されておりまして、緊急のとき

には災害情報の配信、また、平時、普通のときにはニュースとか地域行事、行政情報などが

流されております。また、中にはＡＥＤが装備されているタイプもございまして、災害時に

おいて大活躍したという報告が入っております。ぜひこれも本市で取り組んでいただきたい

というふうに思いますけれども、市長、先ほど話ありましたけど、この点についてもお願い

したいと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 このことについてもやはり飲料メーカーさんとの話になっていくと思いますので、先方と

も連絡をとらせていただいて、勉強させていただきたいと思います。 

 私が拝見しましたのも、要するに、災害に強いという形と、それから、開放型ということ

でございまして、また、中身も相当大きな販売機というですか、費用も相当かかるかなとい

うふうに見ておりますので、そこらのできましたら設置できればというふうに思っておりま

す。ただ、設置の場所とか、それから、管理の問題もあるんじゃないかなと思っておりまし

て、これも御提案でございますので、ぜひ勉強させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 いろいろなタイプがあると思いますので、しっかり対忚していただきたいと思います。 

 次に、被災者支援システムについて質問させていただきます。 

 今回の震災におきまして、被災者側は公的支援を受けるために罹災証明書の発行を求めた

けれども、市役所には住民が長蛇の列ができるほど詰めかけ、何時間も待たなければならな

かったということでございます。この混乱の背景につきましては、平時から想定外の対忚を

してこなかった自治体の甘さがあると指摘されております。罹災証明の発行につきましては、

住民基本台帳との照合、家屋台帳との照合、この罹災した家が実際に被災していることの調

査結果、この３点が確認されなければならないということでございますが、本市においては

具体的にはどのような段取りになるのか、お伺いいたします。 

○議長（太田重喜君） 
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 総務課長。 

○本庁総務課長（小野彰一君） 

 お答えしたいと思います。 

 罹災証明書の発行の件だというふうに認識してよろしいでしょうか。罹災証明書につきま

しては、今現在、市として過去に発行した経緯は、火災による住宅の消滅、あと水害等によ

る住宅等の消滅等、この災害時の発生におきましても、水害と火災等におきましても、現場

にまず行って見るということが担当課としては証明書を発行する上では必要かと思っており

ますので、過去にもそういう現場のほうで確認をして発行させていただいております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 いや、実際現場に行って、そしたら、次の段階でどういうふうになるのかとか、先ほど私

が言いましたように、消防とか、各担当課でばらばらになっていると思うんですけど、そこ

ら辺についてお伺いしたしいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 総務課長。 

○本庁総務課長（小野彰一君） 

 担当課がばらばらになるということはないと思います。当然その証明書を発行するところ

が行くわけですので、当然罹災をされたところの世帯の前に情報を得て、情報を得るという

ことは、世帯が何人さん、家族構成が何人さんあったとか、地番が何番地であったとか、そ

ういう情報を持って現場に行って確認するということになると思います。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 先ほどシステムというのがそこら辺を統合するシステムになっているんですけれども、被

災支援システム、これは先ほど壇上でも言いましたけれども、西宮市が独自に開発して、地

方自治情報センター、ＬＡＳＤＥＣというんですけれども、ここが、各自治体が有効に活用

できるように、2009年にＣＤ－ＲＯＭとして全国の自治体に無償配布したというふうに聞い

ておりますけれども、このＣＤ－ＲＯＭというのは本市においても届いているのかどうか、

お伺いいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 総務課長。 
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○本庁総務課長（小野彰一君） 

 私もといいますか、このＣＤ－ＲＯＭについては確認できておりません。 

 それと、このシステムですけれども、今後当市としましては、有事の際は必ずこのシステ

ムが導入すべきものというふうに考えておりますので、ぜひシステムについて、市長申しま

したように、研究をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 わかりました。 

 このシステムというのは、この震災がある前は全国で220自治体程度にとどまっていたん

ですけれども、震災後はこのシステムを取り入れる自治体がもうどんどんふえておりまして、

済みません。数字は持っていないんですけれども、相当数ふえてきているという状況でござ

います。 

 震災後にこのシステムを導入いたしました宮城県の山元町、ここでは、システムの導入に

よって罹災証明の、もうここは被災地ですので、発行がスムーズになったと。この山元町の

保健福祉課の課長によれば、一度登録してしまえば、一元化によって義援金の支給とか、再

度の手続がもう全く要りませんので、住民ばかりでなく、行政側も物すごく助かるというこ

とを語っていらっしゃいます。また、費用面につきましても、過去の導入実績において20万

円から50万円程度で済んでいると。このシステムを使うシステムエンジニア等も別に要らな

いと、職員で十分に対忚できるということでございますので、前向きの答弁でございました

ので、早急にこの取り組みをしていただきたいというふうに望んでおきます。 

 先ほど壇上でも述べましたけれども、防災対策というのは平時の対策が必要でありまして、

嬉野ではこのような大きな災害は起こらないだろうと、そういうふうに考えるのが今回の震

災を通じて戒めになったんじゃないかというふうに思っております。今後も防災対策、また

防災訓練、防災教育、今後とも強固に推進していくという決意を市長に述べていただきまし

て、次の質問に移りたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 今回、大震災の後、被災された代表者の方ともお会いしましたけれども、先ほどの議員の

御発言につきましては、システムについては別問題であり、データが喪失されたところは非

常に苦労されたということでございますので、私どもとしては、先ほど申し上げましたよう
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に、データのバックアップということにつきましては一忚行っておりますので、行き詰まる

ということはないのではないかなと思いますけれども、それ以上のことも考えながら努力を

してまいりたいと思っておるところでございます。 

 また、今回の総合的な話といたしましては、やっぱり連携というのが一番大事であろうと

いうふうに思いますので、私どもは外部の広域圏の組織もありますし、また、近隣の市町と

の連携等もございますので、そこらのことをぜひもう一回見直していきたいなというふうに

も思っておるところでございます。 

 また、市内での連携という中で、特に浦安市というのがございますが、そこの市長さんと

もお会いしましたけれども、一番力を発揮したのは地域コミュニティだということを言われ

ましたので、我々としてもぜひこのコミュニティをいろんな形で御理解いただいてしっかり

とした形でつくり上げれば、また新しい嬉野の力が出てくるんじゃないかなというふうに思

っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 それでは、最後に教育長にお伺いいたします。 

 先ほどの今までの質問とも関連するわけでございますが、命を助ける授業について質問い

たします。 

 現在、市内の小・中学校で取り組まれている救命訓練とか救命に関する授業、そういうの

がどのようなものがあるか、お伺いいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 救命講習等についてということでお答えしたいと思いますけれども、学校現場の中ではさ

まざまな機会や場面を通じて、命のとうとさでありますとか、大切さであるということにつ

いてはこれまでも指導をしてきているところでございます。ただいま議員御発言の件につき

ましては、平成24年度から実施されます中学校学習指導要領の中で、心肺蘇生を必要とす

る状態に陥った場合についての忚急手当てとして、気道の確保、人工呼吸、胸部圧迫など

の心肺蘇生法を取り上げて実習を通して理解できるようにすること、また、必要に忚じては

ＡＥＤにも触れるようにすることが示されております。特に中学校の３年生の保健体育で学

習することになっております。 

 そこで、市内では本年度からでございますけれども、中学校３年生において消防署とか、

あるいは日本赤十字社の協力等を得て、心肺蘇生法並びにＡＥＤの実習といいましょうか、
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実技講習といいましょうか、そういうものを計画している状況であります。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 そしたら、教育長として子供たちにこのような訓練についてどのような効果があるという

ふうに考えられるのか。私は忚急手当ての経験を通じて、先ほど教育長おっしゃいましたけ

れども、命の大切さ、思いやりの気持ちを深めることができるというふうに思いますけれど

も、もう一度再度教育長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えを申し上げたいと思いますが、これまでも２年生の職場体験あたりで消防署に職場

体験に行った生徒たちにはＡＥＤの活用については既に講習という形でしておりまして、い

わゆる職場体験発表会というのが昨年嬉野中学校でも計画をされておりますけれども、そこ

の中でみんなの生徒に対して報告があっておりましたので、そういうことを実際的に職場体

験の実技ということでありますので、非常に素直な形で体全体にしみわたっていくという実

技を通してということですので、そういうふうに思っております。したがって、頭だけ、知

識だけのみではなくて、実技を本体にするということになると、いざというときに活用でき

るものではないかと思いますので、24年度に先駆けて本年度前倒しでやっていくわけでござ

いますので、非常に先行的な取り組みは評価できるのではないかというように思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 今教育長がおっしゃいましたけれども、実際に使えるそういう講習ということが本当に大

事になってくるんじゃないかと。その点について今回取り上げさせていただきました。今回

取り上げた救命講習でございますけれども、これは神奈川県の愛川町というところで導入さ

れておりまして、「私もわが家の救急隊員」と、これをキャッチフレーズに忚急手当ての普

及に努められております。現在、１万5,000人余りの町民が救命講習を終えて修了証が交付

されているという状況でございます。この救命講習は、心肺蘇生や止血法などを学ぶ普通救

命講習と傷病者の管理や搬送法などを加えた上級救命講習というのに大別されるそうです。

実際、中学３年生には保健体育の授業の一環として普通救命講習を実施し、先ほど教育長も
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おっしゃいましたけれども、心臓マッサージ、人工呼吸、ＡＥＤの使用など、こういうのを

実技で学んで、試験を受けて合格すれば普通救命講習の修了証が手渡されると。実際に高齢

者が倒れた現場で、訓練を受けたことを使って救助した生徒もいるということでございます。

小学６年生は救命について考える授業に取り組んで、中学３年生のときに救命講習の受講を

受ける動機づけにすると。ぜひ本市でもこの講習そのものは今後取り入れられるとは思うん

ですけれども、こういう形で取り入れていただきたいと思います。 

 もう１つは、山形県の村山市というところでは、小学３年生、５年生、６年生を対象に、

市の消防本部の職員が忚急手当てや心肺蘇生法などを教えるカリキュラムを設け講座を受講

させると。３年生で忚急手当ての必要性、５年生で観察の必要性、救急車を呼ぶ、けがの手

当て、６年生でＡＥＤの使い方とか、そこら辺を学ぶということで、これを受講すれば子供

救命士というのを認定されると。こういう認定証を発行することによってまた意識が全然違

ってくると思うんですよね。そういう意味で、ぜひそういう取り組みをやっていただきたい

と思います。この点について、講習はされるんでしょうけれども、そういう認定証とか、そ

ういう次のステップというか、そこら辺までのお考えは教育長としてはどうお考えなのか、

お尋ねします。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えを申し上げたいと思いますけれども、実は心肺蘇生の講習会の認定講習に当たりま

しては、日本ライフセービング協会という財団法人があります。そこの認定の資格等を見ま

すと、講習時間が７時間、それに受講料が9,840円、登録料込みです。そして年齢15歳以上

（中学生を除く）というふうにございます。そして資格がここでは２年ですということで、

いわゆる講習を受けて、そして検定を受けたら認定証を交付するという部分がございます。 

 それから、日本赤十字社もそういう認定講習をしておりますけれども、15歳以上というこ

とでございますので、それは講習時間４時間、さらに、受講料あたりが1,500円というふう

なことで、こういう一つの講習会をして、そして認定証を取るに当たってはやはりそういっ

た一定の負担がかかるし、時間もかかりますので、そこにおいては非常に厳しい部分が学校

現場としてはあるのではないかと。したがって、15歳になっていますけれども、中学生は除

くという部分もございますので、やはりそういう点については検討していかなくちゃならな

いんじゃないかと思います。 

 その一方、例えば今月の６月17日の金曜日ですが、嬉野市公会堂で消防署救急救命士によ

るこういう心肺蘇生がありますので、こういうものについて学校現場から多くの職員が出向

いて、あるいは保護者の方が出向いて、そういう中で大人サイドでの事務をやりながら、子

供たちにこうやっていくという講習を積み重ねていく方法でも十分現在だけは対忚できるの
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ではないかなということを思っているところです。 

 以上、お答えとします。 

○議長（太田重喜君） 

 梶原議員。 

○８番（梶原睦也君） 

 今教育長のほうからお話ありましたけど、そういうお金がひどくかかるとかじゃなくて、

ここでは現実小学６年生に対して普通救命士の資格を与えてあるわけですので、こういった

先進地でも参考にされながらやっていただきたいと。 

 私が言いたいのは、単に講習を受けるのももちろん大事でしょうけれども、自分はこうい

う資格を持っている、資格というか、正式な資格じゃなくてもいいと思うんですけど、先ほ

どみたいに子供救命士みたいな資格でもいいと思うんですけど、そういう形で与えることに

よって自覚が高まるんじゃないかなというふうには考えるところでございます。 

 実際、呼吸や心臓の停止した人を救える可能性というのは時間とともに低下するわけでご

ざいますが、呼吸が停止して４分以内であれば救命率は50％の可能性がある。しかし、５分

を過ぎると25％に低下する。また、ＡＥＤの使用が１分おくれれば、１分ごとに救命率が

７％から10％低くなるというふうに言われております。人が倒れてから５分以内にＡＥＤを

使うことが必要だということでございます。このようなときに近くにそういう資格を持った

子供がいれば、実際にそういう現実に対忚された経緯もあるわけでございます。また、子供

たちというのは毎年講習を努めていって認定を受ければ、嬉野市に認定を持った子供たちが

必ず毎年毎年できてくるわけですよね。そういう意味では、その子供たちが大人になったと

きに、大人になるというか、その段階で救命士として緊急の対忚ができるわけですので、子

供がいる家庭には、自分のところには必ず資格を持った子供がいるというのが、これがもう

短期じゃなくて、ずうっと長期的に継続されるわけでございますので、人に優しい嬉野市と

いうことでございますので、ぜひ教育長、ここら辺形として嬉野市で取り組んでいただきた

いと、その要望をいたしまして、最後、教育長に答弁いただきまして、私の質問といたしま

す。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えを申し上げたいと思いますが、認定証については、今申し上げましたようなところ

の部分がありますけれども、いずれにしても、認定した場合の有効期間というのがあるわけ

ですね。したがって、半永久的なものとちょっと若干違いも質的にございますので、そこら

辺については先進地あたりのものを参考しながら研究させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 
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○議長（太田重喜君） 

 これで梶原睦也議員の質問を終わります。 

 一般質問の議事の途中ですが、ここで13時10分まで休憩いたします。 

午後０時８分 休憩 

午後１時10分 再開 

○議長（太田重喜君） 

 それでは、休憩前に引き続き一般質問の議事を続けます。 

 ５番山口政人議員の発言を許します。 

○５番（山口政人君） 

 ５番山口です。議長の許可を得ましたので、一般質問をいたします。 

 まずは、東日本大震災で被災をされました方に心からお見舞いを申し上げます。 

 それでは、質問をいたします。今回は３点でございます。 

 まず１点目は、３月11日の東日本大震災によって災害対策の重要性を改めて認識する契機

になりましたが、大規模な災害が発生をすれば最悪の事態が想定をされるわけです。通信、

避難所、食料、水といったものが必要となるわけですが、そこで次の点について伺いたいと

思います。 

 １番目、地域防災計画の見直しについては実効性のある計画にすべきというふうに思うが、

市長の考えを伺う。 

 ２番目、防災会議の委員には地区の代表を加えてはどうか。 

 ３番目、自主防災組織の結成、育成に対しどのように取り組んでいくのか、考えを伺う。 

 ４番目、各地域での実践的な防災訓練が必要と思うが、考えを伺う。 

 次に、防犯灯の設置についてでございます。 

 市内の中学校の生徒の多くは自転車で通学をしているが、危険な場所はないか。そこで、

次の点について伺います。 

 １番目、防犯灯の設置の現状について。 

 ２番目、防犯灯の考え方と今後の取り組みについて。 

 次、市の財政についてでございます。 

 東日本大震災後の嬉野市の財政に及ぼす影響について伺いたいと思います。 

 以上、檀上にての質問は終わりますが、再質問は質問席でいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 ５番山口政人議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては大きく３点でございまして、１点目が市の防災危機管理について、
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２点目が防犯灯の設置について、３点目が市の財政についてということでございます。通し

てお尋ねでございますので、檀上からお答え申し上げたいと思います。 

 お尋ねのうち、地域防災計画につきましては、今回の震災により重要施策となってまいっ

たところでございます。嬉野市は以前から水害対策などにより、適切な防災計画により地域

を守ってまいったところでございます。今回の震災に際しましては、佐賀県では防災計画の

見直しがなされており、今後は各自治体の防災計画とのすり合わせを行っていきながら、災

害、被災を防止いたしてまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、防災会議の委員につきましては、既に行政嘱託員を初め各種委員会等から委員とし

て参加していただいておるところでございますので、今後とも市民の御理解をいただきなが

ら取り組みを進めてまいりたいと思っているところでございます。 

 また、将来的には地域コミュニティの単位での取り組み等も進めてまいりたいと思います

ので、当然、市民の御参加をいただきたいと考えておるところでございます。 

 次に、自主防災組織につきましては、既に塩田地区の布手で結成していただき、昨年から

避難訓練なども行っていただいておるところでございます。今後は各地区での組織化につき

まして、先ほど申し上げましたように、コミュニティ組織の充実とともに防災組織について

も取り組んでいただきたいと考えておるところでございます。 

 また、防災訓練についてでございますが、先ほど申し上げましたように、布手地区におき

ましては、消防団などと協力して自主的に防災、避難訓練などを行っていただいております。

地域の皆様が協力されながら整然と訓練を行っていただき、敬意を表するところでございま

す。今後、各地区でも御理解をいただきながら、行えるよう御提案をさせていただきたいと

思います。 

 次に、防犯灯についてでございます。 

 安全・安心のまちづくりは、嬉野市の重要施策として取り組んでまいったところでござい

ます。嬉野市発足後、早急に整備したいと考え、合併補助金を利用いたしまして、各地区に

防犯灯を設置いたしましたところでございます。各地区の行政嘱託員の皆様に地元を調査し

ていただき、設置希望箇所にはほぼ設置できたものと考えておるところでございます。その

後、各地区の防犯協会などに若干の要望がありますので、設置を進めていただければと考え

ておるところでございます。 

 また、今後の考え方でございますけれども、新しい団地ができたり、また道路整備が進ん

だりいたしましたところにつきましては設置の必要の場所が出てまいりますので、防犯協会

などと御協議いただいて設置していただければと考えておるところでございます。 

 また、この点に関しましては教育長からもお答え申し上げます。 

 次、嬉野市の財政等についてでございます。 

 今回の東日本の震災により復興の予算がどれくらいになるのか、予想できておりません。
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特に、原発関連による被災への負担のあり方でも今後検討されるものと考えているところで

ございます。先日、新聞報道等でもあっていましたように、いずれにいたしましても巨額の

財源が必要でありますので、復興関連計画により明らかになってくるものと思います。 

 特に、被災地の公共事業関連に集中投資がなされるものと思いますので、必要部分につき

ましては、被災がなかった地域につきましても、切り詰めをしながら捻出されるのではない

かと予想しているところでございます。そのようなことでございますので、今後の復興計画

の規模により交付税等につきましても心配いたしておりますけれども、特に特別交付税等に

ついて減額が行われるのではないかと考えているところでございます。ただ、現在のところ

具体的な削減についての動きは把握しておりませんので、今後、情報収集等も図りながら、

嬉野市の財政の確保を図ってまいりたいと思うところでございます。 

 以上で山口政人議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 防犯灯の設置について２点お尋ねでございますので、通して答えさせていただきたいと思

います。 

 まず１点目でございますが、防犯灯の設置状況についてでございますが、平成18年から19

年にかけて合併特例債を活用し、市内の各所に280基設置をされました。そのときに各学校

関係には、防犯灯が必要な場合については行政嘱託員さんにお願いをいたしておりまして、

そして経由して設置をさせていただいたところでございます。そのため、数校においては現

在もですけれども、電気料は学校の費用で賄っている部分もございます。 

 ２つ目の、防犯灯の考え方と今後の取り組みについてでございますが、防犯灯は子供たち

を初めとして、市民にとっても安心・安全を守るということから必要な施設と思っておりま

す。被害防止等においても抑止効果があるものと考えております。 

 今後の取り組みといたしましては、学校だけではなく、地域住民からの声を聞きながら、

関係機関への働きかけを後押ししてまいりたいと思います。特に現在、歩道整備工事が行わ

れている塩吹、万才等の県道は、新たに防犯灯の施設が必要な箇所も出てくるものと考えて

おりますので、歩道等の進捗状況を注視していきながら、関係機関にお願いをしてまいりた

いというふうに考えております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（太田重喜君） 

 山口政人議員。 

○５番（山口政人君） 

 それでは、順次再質問をしていきたいというふうに思います。 
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 今御答弁をいただいたわけですが、ほかの議員さんも防災関係につきましては多数質問を

していらっしゃいます。そういったことで、私のほうとしては身近なことについて質問をし

ていきたいというふうに思います。 

 防災計画につきましては、見直しについては今からだというようなことで出ておりますの

で、現在の防災計画についてお尋ねをしたいというふうに思います。 

 市に防災計画というのがございますが、これは国のほうから策定を義務づけられておりま

す。それはそれとしていいわけですが、問題は実効性という点でございます。市内の各地域

においては、いろんな形で災害の発生が違うというふうに思うわけです。 

 例えば、住宅の密集地、それから浸水が予想される地域、あるいは土石流発生のおそれが

ある地域、そして、ため池の下流に人家がある地域、やはりそれぞれ違うと思うわけです。

そういったことで、そういった地域に対してどういった対忚をしていくのかという具体的な

計画が必要ではないかというふうに思うわけです。そこらあたりの認識はどのようにされて

いるのか、市長、お尋ねをいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 合併以降も継続して行っておりますけれども、毎年の防災パトロールでほぼ把握はできて

いるというふうに考えております。いわゆる各地区から毎年、行政嘱託員さん等が地域の実

情をかんがみられまして、防災の危険箇所というか、防災対策をとったほうがいいと、望ま

しいというふうな箇所まで含めて、毎年大体30カ所ぐらい上がってまいります。そういう中

で、亓、六カ所を実際見せていただいたわけでございますけれども、大体、30カ所の中には

毎年上がってくるところもございますけれども、新しく課題があるところも上がってまいり

ますので、地域の防災対策が必要な箇所については、いわゆるわかっているというふうに思

っております。 

 それで、関係機関とも協議しながら、ほぼ着実に毎年対策はとっておるところでございま

して、議員御発言のような、ため池の問題とか、土石流の問題とか、そういうところについ

ては把握できているというふうに思っておるところでございます。そういう点では、今後も

ぜひ継続をしながら対策をとってまいりたいと思っておるところでございます。幸いにして、

鹿島土木、農林等も毎回現地も視察をしていただいておりますので、そういう地域の御努力

の成果というのについては十分上がってきているというふうに考えておるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 
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 山口政人議員。 

○５番（山口政人君） 

 申しわけないんですが、１番から４番までは通して再質問をさせていただきたいというふ

うに思います。 

 今、年１回防災パトロールがあっているというふうに思いますが、防災パトロールの後の

反省会あたりでどういった意見が出ているのか。またあわせて、その防災パトロールをして

いる地域、していく地域、そこの地元の役員さんたちも出席の要請があっているのかどうな

のか、お尋ねをいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 毎回の防災パトロールにつきましては、当議会のほうからも御参加をいただいて、丸１日

かかるわけでございますけれども、大変お礼を申し上げたいと思います。それで、各地区か

らずっと防災パトロールをお願いしたいという形で上がってまいります。それで、全体的に

は三十何カ所、毎年あるわけでございますけれども、大体亓、六カ所に絞って現場を見させ

ていただきます。そこには当該地区の役員さん、行政嘱託員さんが主でございますけれども、

その方とか近隣の所有者の方とか、そういう方々も来ていただいて現在の状況と、それから

災害等が起こったことがある場合については、そのときの状況とかをお話をしていただきま

す。それを検討会議に、すぐ当日開かれますので検討会議に持ち帰るわけでございますけれ

ども、そこでは検討会議の中で私どもの職員も発言しますし、鹿島農林とか鹿島土木とか、

そういうふうなことで対策がとれるとか、持ち帰って検討するとか、そういうようなことに

ついて意見を交換しながら、最終的にはいわゆる各行政区の嘱託員さんには結果をお知らせ

するという形になっておるところでございます。そういう点で行政嘱託員さんはかわられま

すので、同行された議員の中でも、いわゆる長い間わかっておられる議員については、地元

の事情等も御発言をいただいたりしている場合があるわけでございまして、お礼を申し上げ

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口政人議員。 

○５番（山口政人君） 

 防災会議というのがありますけど、梶原議員の質問の中にもありましたけど、その中で地

域の住民の方が、嘱託員の代表の方がそこに入っておられるというようなことでございます

ので、もう入っていないというようなことで私は認識をしておりましたので質問の中にも上
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げていたんですけど、ぜひ地域の代表もそこに取り組んでもらいたいというふうに思います。 

 この防災の計画書を作成するときには、やはり行政による行政のための計画、こういった

ようにならないように、やはり一番よく状況を知っている地域住民の方が加わって一緒につ

くっていく、そうすることによって地域住民の災害に対する認識も高まっていくというふう

に私は思いますけど、それが一番大切なことだというふうに思いますが、今後、防災計画の

見直しということになった場合はどういうふうにされるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 防災計画自体につきましては、行政嘱託員さんのそれぞれ代表の方が来ておられますので、

地域の意見等も聞いてこられると思いますので、それぞれ集約はできているというふうに思

っております。 

 ただ、防災計画の性格上、対忚の性格もありますので、軽微な変更等については私どもで

できるわけでございますけれども、大きな変更になりますと県とか関係機関との協議が必要

になりますので、そういう点を十分踏まえながら、先ほど言いましたように、市外への連携

と、また市内の連携ができるような防災計画にしていかなければならないというふうに思っ

ているところでございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口政人議員。 

○５番（山口政人君） 

 それでは、身近な点で具体的に取り上げてお尋ねをしたいというふうに思います。 

 市内には塩田川、あるいは吉田川、そういった大きな川があるわけですけど、そこにかか

っている橋梁ですね、それについて地震対忚の免震装置ですか、そういったものが取りつけ

てあるのかどうなのか、お尋ねをしたいと思います。それと、もし取りつけてないというよ

うなことであれば、今後どのようにされるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 市内の市道にかかる橋につきましては、免震装置は施工いたしておりません。特に今後の

ことなんですけど、軟弱地盤ですね、そういうところとか、それからいわゆるスパンの長い

橋がございますので、そういうところにつきまして今後かけかえ等が発生をした場合には、

やはり考慮をしていくべきではないかなというふうに考えております。 
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 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口政人議員。 

○５番（山口政人君） 

 この橋梁の地震対策につきましては、やはりこの橋梁が避難経路ということになる可能性

があるというふうに思いますので、そこら辺は十分に検討をしていただきたいというふうに

思います。 

 市内には避難所というのが、指定されているのが27カ所あるわけですけど、この避難所に

災害時に最低限のものが必要だと、食料、水が必要だというふうに思いますが、そういった

備蓄をされているのかどうなのか、お尋ねをいたします。 

 そしてまた、あわせて各地区の公民館あたりにも資材・機材、スコップとかバールとかそ

ういったものですけど、そういったものが災害時は必要だというふうに思いますが、そうい

った各地区に指導、あるいは要請をされているのかどうなのか、お尋ねをいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島直宏君） 

 お答えいたします。 

 地区の公民館、あるいは避難所に救助の物資等が備蓄をされているかということでござい

ますけれども、避難所としまして現在指定をしておりますが、市長及び教育長が管理をして

いる施設がございますけれども、この分について塩田地区で12カ所、嬉野で15カ所というこ

とで指定がされているわけでございますが、この避難所につきましては備蓄は、公民館につ

きましてもでございますけれども、備蓄のほうは現在いたしておりません。 

 以上でございます。（「公民館」と呼ぶ者あり）お答えします。 

 公民館につきましても備蓄という形ではいたしておりません。 

 なお、毛布あるいは食料品につきましては、市のほうで保管を１カ所に集めてやっておる

ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口政人議員。 

○５番（山口政人君） 

 一括して公民館に備蓄をしているというようなことでございますけど、やはりこの避難所

にもぜひ必要だというふうに私は思います。そしてまた、各地区の公民館にも資材・機材と

いうものは、やはりそれは必要じゃないかというふうに思いますので、今後そういった避難

所については備蓄をする、また公民館については各地区に行政指導なりをやっていく、そう
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いったことが必要ではないかというふうに私は思いますけど、いかがでしょうか。再度お願

いします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私も対話集会等で布手地区の公民館に行ったときに大変すばらしいなと思いましたのは、

ちょうど公民館の床の間のところにヘルメットとか防災道具とか、一切ちゃんと準備をして

ありました。すばらしいなと思ってですね。ほかの地区では余り見かけなかったもんですか

ら、さすがに防災意識がしっかりしておられるなということで感心しながら拝見したところ

でございます。 

 今回、議員の御提案でもございますので、いろんな避難道具といいますか、そういうのも

必要であると思いますので、ここらについては検討させていただいて、また各行政嘱託員会

等もございますので、御意見も承ってまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口政人議員。 

○５番（山口政人君） 

 27カ所の避難所があるわけですけど、この中に県有施設ですね。というのが、塩田工業、

それから嬉野高校、これが避難所として指定をされていないというふうに思いますけど、こ

れはどういったわけなんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島直宏君） 

 お答えいたします。 

 県の施設につきましては当然でございますが、県のほうと協議をいたしまして、協議が交

わされれば指定の場所はできるというふうに聞いております。現在のところではまだ県のほ

うと協議をしていないわけでございますけれども、これにつきましては現在、協議の内容に

ついて検討いたしまして、協定を結ぶような形で今進めているところでございますが、塩田

工業については裏のほうに旧傾斜地崩壊の地域がございますので、その関係で水害時には使

用ができないのかなというふうなことで、情報としては今聞いているところでございます。

ただ、津波とか地震につきましては、そちらのほうが緊急に避難される分には使っていただ

いて結構というふうなことでお話を聞いているところでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（太田重喜君） 

 山口政人議員。 

○５番（山口政人君） 

 それと、緊急時には非常にそういった塩田工業、嬉野高校あたりも必要だというふうに思

いますので、ぜひそういった取り組みをしていただきたいというふうに思います。 

 それともう１点ですけど、介護の必要な方を一時的に預かる福祉避難所というものがある

というふうに思いますが、そういった指定はされていないんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（江口常雄君） 

 今御質問いただいた福祉避難所については、現在のところ、まだ契約という段階には至っ

ておりませんけれども、嬉野、塩田地区それぞれ１カ所ずつ、ある施設にお願いをして一忚

内諾はいただいておりますので、近いうちに契約をしたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口政人議員。 

○５番（山口政人君） 

 この福祉避難所というのは、やはり協定を結ばなきゃいけないということになっておりま

すので、そういった指定をぜひしていただきたいというふうに思います。 

 次に、自主防災組織についてですけど、災害発生の初期には行政の災害対策あたりも混乱

をして思うように機能を果たせないというようなことがございますので、そこで地域の自主

防災組織が必要ということになってくるわけです。やはり住民がお互いに協力をして、そし

て地域ぐるみで取り組むと。これが一番大事じゃないかというふうに思いますので、やはり

この組織化については、行政としても積極的に取り組んでいただきたいというふうに要望を

しておきたいと思います。 

 それでは、防犯灯の設置についてでございます。 

 まず最初にお尋ねをしたいと思いますけど、通学路の危険箇所を先生たちが夜間に調査を

されたことがあるのかどうなのか。それと今防犯灯の設置をですね、地域からの要望がどの

くらいあっているのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 防犯灯の設置を──夜間ということでございますけれども、夜間はですね、実際歩いてと

いうことは、教師がじきじきにということはございませんけれども、過去ですね、21年の６
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月に調査した部分があります。県道、国道ですね。歩道が必要な通学路というふうなことで

ですね。特に、その中で４カ所ぐらいが大きく危険な場所だということで上がってきており

ます。 

 ちなみに上げますと、今、一位原－今寺間で工事があっている場所ですね。それから、橋

山入り口から万才までのコースですね。それからあと、牛間田新道から樋口病院の区間、そ

れから不動方面に参りまして轟公園関係の旧道入り口付近の部分ですね。その４カ所あたり

が上げられているところでございますので、そのうちの２カ所は現在工事中でございますの

で、その工事が終われば改修もできるんではないかというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 防犯灯の必要な場所ということでございますけれども、私は嬉野地区、塩田地区ですね、

両防犯協会のいろんな会議にも出席して、総会等も出席させていただいておりますけれども、

それぞれの防犯協会においても、そう多く防犯灯が不足しているとか、設置というのは出て

いないというふうな状況だと。数カ所はあると思いますけれども、そうたくさんはなかった

と思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口政人議員。 

○５番（山口政人君） 

 今御答弁をいただきましたけど、現在の集落内の防犯灯につきましては地元が設置をして

いるというふうに思うわけです。ただ、集落間の防犯灯については複数の集落が絡みますの

で、なかなか設置が進まないというような状況ではないかというふうに思うわけです。 

 今市長の答弁でもありましたが、余り防犯灯の要望は上がっていないというようなことで

ございますが、そういった集落間の防犯灯については複数の集落が絡みます。ですから、な

かなか要望が上がってこないというふうに私は思っております。そこで、やはりそういった

ところについては、案外危険だと思われるところについては、市が全額負担をしてでも設置

をすべきじゃないかというふうに私は思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 冒頭申し上げましたように、合併の補助金を使って設置する際に、二度、三度調査をさせ
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ていただいておりまして、不足しているところはないですかというふうなことで調査をして

おりますので、そのときに相当設置させていただいておりますので、今のところは特にここ

がというのは出ておりませんけど、もちろん不足するということであれば、また防犯協会と

も協議をしながら設置していただければと思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口政人議員。 

○５番（山口政人君） 

 例えば、今私が知っている限りでは北下久間、それから冬野、それからのぞえ、この３地

区の中に３本の市道があるわけです、周囲は田んぼですけど。その中でこの防犯灯が、街路

灯といいますか、冬野、北下久間線、これの国道に取りつけのところに１カ所街路灯がある

わけですよね。あとは全然ないんですよ。 

 やはり夜間に自転車、あるいは徒歩で通行をしている。そういった姿を想像してみてくだ

さい。非常に危険なんですよ。そして、各集落がそういった絡みがありますのでなかなかで

すね、どこの集落が要望するかというようなことになればなかなか要望が上がってこないと

いうふうに思うわけです。ぜひですね、全額市がやはり負担をすべきじゃないかというふう

に思います。そしてまた、その電球については防犯協会と打ち合わせをすればいいんじゃな

いかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 各地区ごとの連携ということにつきましては、これは御意見があったことは行政嘱託員さ

ん等には伝えてまいりたいと思います。ただ、現在のところは、ほぼ全地区に設置したつも

りでございますので、特に意見も出ておりませんので、久間地区の防犯協会の御担当あたり

にも伝えていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口政人議員。 

○５番（山口政人君） 

 くどいようですけど、やはり子供たちの将来を一瞬にして奪う犯罪者から身を守る環境の

整備、費用対効果から見ても十分に価値のある行政の事業ではないかというふうに思います

ので、ぜひこれは市で設置をするように前向きに検討をしたらどうかというふうに思います

が、再度お願いします。 
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○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 そういうことが基本的に考えありましたので、合併補助金を使って全地区にお願いをして

調査をさせていただいて設置をしたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口政人議員。 

○５番（山口政人君） 

 やはり災害が起きてからは遅いというふうに思いますので、そこら辺は再度検討をしてい

ただきたいというふうに要望しておきたいと思います。 

 次に、市の財政についてでございます。 

 市長の答弁では、交付税に尐々影響が出るんじゃないかというようなことでございました

が、今回の予算の中身も1,000万円が返ってきたというようなことですから、これは他の特

別交付税の57億ですか、国のほうが支援団体に交付をしたというその一部ではないかという

ふうに思いますが。 

 また、それと今度、一時補正で1,200億が補正をされておるというようなことでございま

すけど、この特別交付税が減額になるというのは、ルール分とその他の分とあるというふう

に思いますが、このその他の分じゃないかと、もし減額になるとしたらその他の分じゃない

かというふうに思いますけど、財政の担当としてはどのように予想をされておりますか。 

○議長（太田重喜君） 

 財政課長。 

○財政課長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 東日本大震災に伴います嬉野市の財政への影響ということでございます。 

 ５月２日に東日本大震災関係の補正予算が組まれております。このときに災害関連経費と

して４兆153億円、この中に先ほど申されました議員の特別交付税の分が含まれております。

この後、第２次補正予算につきましては、今いつ提出をされるのか、まだ未定でございます。

この第２次補正予算も大規模なものというふうに予想されておりますが、まだ具体的にどう

いう中身なのかというところまでは、市町村までは流れてきておりません。当然の財源です

ね、この辺に影響いたしますが、まだわからない状況です。 

 復興基本法については、もう間もなく成立の見通しだということでございますけれども、

特例公債法案ですか、これが未定ということで財源の行方がまだ全然つかめておりません。
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この辺が明るみに出ましたら交付税の影響、特別交付税の影響も見れてくるかもわかりませ

んが、まだはっきりした姿で見れるということではございません。 

 昨年度、特交で５億1,300万円交付されております。これが大幅に減額されるのではない

かという見通しはしております。ただ、地方交付税については、もう既に４月、６月が交付

をされておりまして、今21億交付を受けております。この額というのは昨年の交付税の数字

が基礎になりますので、普通交付税については今のところ前年比較で約5,000万円ほどが多

く交付をされている状況です。ただ、今後どのような措置をされるかわかりませんので、確

定した数字は今のところ全然見れていないということになります。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口政人議員。 

○５番（山口政人君） 

 もう１点ですけど、公共工事の５％が執行留保ということになっているというふうに思い

ますが、都道府県事業の補助金も５％留保ということになると思いますけど、この影響とし

て、市の影響として下水道とか集落排水、その他の社会資本整備ですか、そういったことに

影響がどのようになってくるのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 財政課長。 

○財政課長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 公共工事関係でございますが、今嬉野市において社会資本整備交付金ですか、これが事業

費の60％ほどの内示を受けております。それに伴いまして、今度の補正予算でも出てまいり

ますが、予算の補正をお願いしているところでございます。大体事業費の60％が内示を受け

たというわけでございます。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口政人議員。 

○５番（山口政人君） 

 それでは、下水道と集排についてはそういった影響はないんですかね。 

○議長（太田重喜君） 

 暫時休憩いたします。 

午後１時48分 休憩 

午後１時49分 再開 

○議長（太田重喜君） 
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 再開します。 

 環境下水道課長。 

○環境下水道課長（須賀照基君） 

 今、国のほうから内示を受けている段階では、農業集落排水事業は100％ついております。

公共下水道のほうが今60％の内示が参っております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口政人議員。 

○５番（山口政人君） 

 そういった影響が出ているというようなことでございますけど、やはり本格的な影響が出

るのは来年度以降じゃないかというふうに予想はしておりますけど、やはり住民生活に影響

を及ぼさないような予算執行というのを今後していただきたいと強く要望をいたしまして、

私の一般質問は終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

○議長（太田重喜君） 

 これで山口政人議員の質問を終わります。 

 ここで10分間休憩いたします。 

午後１時50分 休憩 

午後２時   再開 

○議長（太田重喜君） 

 引き続き一般質問の議事を続けます。 

 ４番山下芳郎議員の発言を許します。 

○４番（山下芳郎君） 

 こんにちは。議席番号４番、山下芳郎です。傍聴席の皆様には、たくさんの御来場をいた

だきまして、ありがとうございます。 

 ただいま議長の許可をいただきましたので、通告書に従いまして一般質問をいたします。 

 まず、質問する前に、さきの３月11日の東日本大震災におきましては、たくさんの方がお

亡くなりになられましたこと、改めて御冥福を祈りますとともに、いまだ多数の行方不明者

の捜索と今を懸命に生きるために頑張っておられる方々に敬意を表します。 

 いずれにいたしましても、長引くことが想像されますので、日本国民として一緒になって、

それぞれの立場で頑張ることが私たちの役割でもあり、日本の底力であると思います。 

 私は５点につきまして質問をいたします。 

 １点目は、さきの大震災及び原発の事故を受けて、嬉野市の今後の防災対策及び節電対策

についてお伺いいたします。 

 ２点目は、観光問題の外国人客の受け入れに伴うクルーズ船の乗客の受け入れと不動山地
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区の俵坂関所跡を含めた観光素材の整備状況についてお伺いいたします。 

 ３点目は、危険箇所であります市道諸津線の改修についてであります。 

 ４点目は、市長の市民との対話集会についてお伺いします。 

 ５点目は、予算上にあります委託料の考え方と運用状況についてお伺いいたします。 

 以上につきまして市長の考えをお聞きするものであります。 

 では、１点目の質問をいたします。 

 さきの大震災、また原発事故は、被害者だけにとどまらず、全国民が今までの考え方、価

値観を見直す機会を与えられたと言っても過言ではないと思います。 

 先に市長にお伺いいたします。 

 原子力発電、特に、我が県は玄海原子力発電所を持っておりますが、原子力発電に対する

認識に変化はありましたでしょうか、お伺いいたします。 

 あとの再質問は質問席よりいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 山下芳郎議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 防災対策等についてのお尋ねでございます。 

 今回の東日本大震災の発生により被災されました皆様に慎んでお見舞い申し上げるところ

でございます。嬉野市は県内でも早く支援体制をとり、現在も続けておるところでございま

して、引き続き支援体制をとってまいりたいと思います。 

 今回の原発の事故等についての御意見をということでございますが、今回は地震に続いて

の津波が大きく、加えて原子力発電の放射能漏れによる避難地域の拡大状況がより深刻にな

っているところでございます。今回の震災により、佐賀県も原発立地県として深刻に受けと

めているところでございます。玄海と福島は構造そのものが異なっていますので、一概に比

較はできませんが、より慎重な運転が求められるところでございます。先日も状況について

の研修会がありましたけれども、対策の徹底と情報の共有について意見交換がありました。

今後の情報の収集についてでございますが、引き続き努力をしてまいりたいと思います。 

 また、先ほど申し上げましたように、情報が提供されますので、市民と共有できるよう努

力してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下芳郎議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 承知いたしました。 
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 それでは、さきに質問いたしました原発そのものに対しての市長の認識なり今後の対忚を

お聞きいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど申し上げましたように、今回の原発事故につきましては深刻に考えておるところで

ございます。そしてまた、方式は違うといいながらですね、佐賀県は原発立地県でございま

すので、今回のことにつきましては、今まで以上により慎重な対忚が求められるというふう

に考えておるところでございます。 

 そういうことでございますので、できる限り代がえのいわゆる電力源というものを確保で

きるような、そういう国になっていかなければならないと決意を強くしているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下芳郎議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 きょうは原発そのものを私は論じるつもりはありません。また、専門的知識も持っており

ません。しかし、今までの安全神話であった原発の安全性が覆った今、何の検証もしないま

ま、妄信と申しましょうか、そのままで大丈夫かという不安があるわけであります。最大限

の安全性を裏づけるためにも、嬉野市といたしまして、国、また佐賀県及び九州電力に対し

てどういう形で要請をされるのか、お考えがありましたらお尋ねをいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今回の原発事故の発生以来、九州電力からすぐお越しになりまして説明があったところで

ございます。ただ、今後の問題につきましては、一忚御説明があっておりませんでした。そ

ういうようなこともございましたので、先日、佐賀県と九州電力さんと20の市町の代表者と

の報告会と意見交換会があったということでございまして、私どもにつきましては、やはり

まず安全を確保すべきだということをいろんな意見が出たところでございます。 

 私といたしましては、意見は通りませんでしたけれども、全国の電力の供給体制について、

いわゆるキックバック方式といいますか、融通できる制度を早急につくるべきだという発言

をさせていただきました。しかしながら、これについては、いわゆる御承知のように、中部
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地区で、岐阜県ですかね、岐阜県で大きく方式が違うわけでございますので、非常に厳しい

問題ですねということで終わってしまったということで、非常に残念に思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下芳郎議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 この場であれですけど、私自身がキックバック方式というのを存じていなかったもんで、

よかったら教えていただけませんか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 キックバック方式というのは私がつくった、つくったというか、言った言葉でございまし

て、要するに具体的に申し上げますと、九州電力、それから四国電力、中国電力は、関西電

力まで含めて西側にあるわけでございますですね。それと、北海道電力、東北電力、それか

ら東京電力、北陸、中部、そういうところの電力会社があるわけでございますけれども、御

承知のように、明治のときに、いわゆる電力のシステムを最初導入するときに基本的なシス

テムの違いであって、要するにサイクルといいますか、それが岐阜県を境に全然違うわけで

すね。昔、ラジオとかなんか買われますと、東京で使う場合はこうですよ、関西以西ではこ

っちですよというような切りかえがついていましたけれども、そういうようなことでござい

まして、そこをクリアできないことには、例えば、九州電力が10％余ったから、それを東京

に10％送るとかというようなことについて非常に課題があるということでございます。 

 私はそれは当然わかっていましたので、ただしかし、これだけのですね、何兆円とかけて

復旧が求められる時代でございますので、その岐阜県あたりに数兆円かけて大きな機械をし

て、いわゆる切りかえ方式でもしながら東と西と電力をやりとりすれば、足らないところに

は補う、また余っているところは送らせていただくと、そういうようなことで、当然気候も

違いますし、また産業形態も違いますので、年間平均して電力が発電できれば、そういうこ

ともできるんじゃないかということで発言をさせていただいたところでございますが、尐し

厳しい意見だったかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 また、報道によりますと、東京電力、また中部電力の影響を受けまして、電力そのものが、
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ドミノ現象と申しましょうか、特に、ことしの夏は大幅に電力不足が生じるんではないかと

言われております。 

 節電対策につきまして具体的な考えがあられましたらお伺いいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 きょうの新聞にも出ておりましたように、九州電力さんのいわゆる不足ということの電力

不足の見込みが非常に流動的であるというふうに報道があっておったところでございまして、

いわゆる当初は今の状況でですね、原発の玄海と、それから川内ですね、この川内の今休止

中の原子力発電所が動かないということになりますと、15％ぐらいの節電をしなくてはなら

ないというようなことでございましたけれども、最近の報道によりますと、火力発電所のほ

うの燃料が割と手配ができたというふうなことでございまして、節電ということについては

至らないんじゃないかと。また、いわゆる起きたにしても10％以内だとかというふうなこと

で報道されておりますので、まだまだ流動的な面がありますので、そこらについては、今後、

情報をとらえなくてはならないと思っております。 

 ただ、嬉野市としては以前から節約ということで努めているところでございますので、１

カ月早められました５月１日からはクールビズ体制をとっておるところでございます。そし

てまた、節電も含めまして、毎週水曜日のノー残業デーを徹底していこうということで、今、

先月から行っておるところでございます。そしてまた、まだ取りかかりが今からでございま

すけれども、いわゆる緑のカーテンといいますかですね、そういうものを取り入れて、尐し

でも電力による温度を下げるというふうなことが尐なくて済むように努力していければとい

うことで今計画をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下芳郎議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 この節電対策におきましては、大きな生産力の低下、またはサービスの低下を及ばさない

ような範囲の中で、これは全国民が一様に実施すべきことじゃないかと思っておるわけであ

りまして、それを実施するにつきましても市民の協力が必要なわけであります。そのために

は行政が目に見えるような形でしていかないと、意識としては伝わっていかないこともあろ

うと思います。 

 市の職員の皆さんにつきましては、日ごろから提案制度というのがあるわけですけれども、

この節電対策につきまして提案が職員から上がっているのかどうかお伺いいたします。 
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○議長（太田重喜君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島直宏君） 

 お答えいたします。 

 嬉野市の職員提案規程の第２条のほうにございますけれども、これにつきましては、経費

の節減等につきましては職員のほうから提案をすることができるというふうなことになって

いるわけでございますけれども、今回の節電の対策につきましては、提案の募集はやってお

りません。しかし、先ほど市長が申しましたように、クールビズ、あるいは緑のカーテン等

ですね、このあたりにつきましては職員からの提案と言っていいのかなというふうに考えて

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 緑のカーテン等々、職員の提案ということですか、それとも提案制度の中で取り入れられ

たことでしょうか、もう一回確認します。 

○議長（太田重喜君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島直宏君） 

 正式に提案の募集をしたということはございませんけれども、職員の中から出てきたそう

いった案ということで、現在取り組みをしている、計画をしている段階というふうに考えて

おるところでございます。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 ちょっと戻りますけど、提案制度そのものは私は２回ほどお聞きしたように思いますけれ

ども、この期間だからということじゃなしに、常に開かれた窓口じゃないかと私なりに想像

をするんですけれども、震災があったから、原発事故があったからということじゃなしに、

やっぱりこれだけ危機的な状況だから、常にそういった防災意識、もしくは節電意識という

のは持っておられるわけだから、それにあわせた形で提案が上がってしかるべきじゃなかろ

うかなと思ったわけですね。 

 そういったことで、緑のカーテンがどうのこうのじゃないけれども、もう尐し突っ込んだ

形で取り上げるか、実施するかということは別にして、上がってもいいんじゃないかなとい
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う期待を私は持っていたわけですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。そういった開か

れた窓口になっているのか、それともある程度制約、制限を受けるのかお尋ねいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 制約は一切ございません。だから、担当部長が申し上げましたように、緑のカーテンにつ

きましても取り組みましょうかというようなことで話がありましたので、やろうということ

で決定して、今準備をしておるということでございますので、日常、いろんな形で提案があ

りますので、そういうのを受け入れるように努力をしておるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 このようなときだからこそ、積極的に提案制度を生かしながら、広く市民、もしくは特に

職員からの意見を聞きながら、市長のほうに声が届くような形をとっていただきたいという

思いであります。 

 これは一つの参考にでありますけれども、原発事故を受けた節電対策の中で、神奈川県の

海老名市が毎週水曜日の午後を閉庁いたしまして、土曜日の午前中に業務ということを実施

しておられるわけですね。報道で知ったわけですけれども、今のノー残業デーと形は似たよ

うなもんじゃないかと思うわけですけれども、それをもっと抜本的にしたものであります。

この方法について、市長の御意見を承りたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いろんな自治体で取り組みが進んでいると思いますけれども、今お話があったようなとこ

ろでの、いわゆる企業の業務時間の変更とか、そういうものが既に出てきておりますので、

当然それに合わせて、いわゆる行政サービスも変わっていくというようなことでの取り組み

がふえてくるんじゃないかなと思っておりますが、まだ私どものほうでは、九州内ではそう

いうような動きは極端には出ておりませんので、今後、やはり課題は出てくるというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 
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 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 いろんな効果、そうじゃない面を含めてあろうかと思いますけれども、例えば、先ほどの

海老名市のことにつきましては、一つの副産物と申しましょうか、平日はどうしても市の窓

口に来られない住民の方、市民の方ですね、そういった方々が週末の土曜日の午前中にとい

う一つの窓口を平準化というか、広げるという効果も出てくるんじゃないかなとは思ってい

ます。ただ、広域ということがありますので、嬉野市の単独では現実には厳しいという問題

があります。これは地域で、もしくは広域で、できるかできないかは別にして、一つの意見

として参考までに、市長も含めて御存じのとおりですけれども、紹介した次第であります。 

 続きまして、原子力発電を補う新エネルギーというのが今話題になっております。昨年、

嬉野市におきましては、温泉の温度差発電の委託料に400万円を調査費として計上いたして

おりますけれども、その進みぐあいはどうなっているのか。温度差発電の進捗状況とあわせ

まして、新エネルギーの開発について市長の考えをお伺いいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私どもの天恵の資源であります温泉を使って、いわゆる発電、また新しい素材をつくって

いこうという計画でございまして、佐賀大学の元教授、上原教授から御提案いただいて、そ

して国の特別交付税等の裏づけをしまして計画書をつくっていただいたところでございまし

て、計画書につきましては先日届きましたので、議会のほうにも１冊お届けをしております

ので、お読みいただいているんではないかなというふうに思っておるところでございます。 

 今後、詰めを行っていきたいと思いますけれども、現在、実は上原教授が国のほうの原子

力対策の中に入っておられますので、なかなかちょっと今、その後の詰めができていない状

況でございます。時間がとられるというのは語弊がありますけど、国のほうの対策が幾らか

落ちつきますと、また私どもとしても今後の方法について検討してまいりたいと思っておる

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 その温度差発電のほうは、計画書が議会にもということで、ちょっと私がまだ拝見してい

ませんので、届いているかとは思いますけれども、要約すれば、市長として、その内容の要

約なり、何というんでしょうか、メリットなり取り上げて、効果がどういった感触で受けら
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れたのか、計画書の初めての提案ですね、お伺いします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 当初、やはり説明を受けておったとおりですね、計画については計画でございますけれど

も、やはりコスト、そういう面から見ると非常に厳しい計画だなということで、取り組むか

どうかについては、やはり相当検討を慎重にしなくちゃいかんというふうに思ったところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 それでは、議会も私も含めて、改めて見させていただきたいと思います。 

 その温度差発電以外のことの新エネルギーについても御意見がありましたら、あわせまし

てお尋ねをいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 また後ほどのお尋ねもあると思いますけれども、一昨年から小水力の御質問等もいただい

ておりますので、何とか研究をしてみたいなというふうに思っておりますし、また、この前、

議会で御承認いただきましたように、太陽光の補助等も設置しておりますので、そういうよ

うなことで市民の方への御理解等もぜひ進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 太陽光発電につきましては、佐賀県が全国でも１位ということで、先進的に進めておるわ

けでして、嬉野もそれに準じて展開していただくと思います。 

 あと、太陽光発電につきまして、メガソーラーという文言で新聞、テレビ報道がありまし

た。ソフトバンクの孫社長の提案の分ですけれども、あの発表があった段階で嬉野市がとい

う思いはあったんですけれども、近くの武雄市が推薦を受けたということであります。 

 二番せんじじゃありませんけれども、このことにつきまして、おくればせながらでも孫社
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長のほうに嬉野も手を挙げるという形で進言はできないものかお伺いいたしたいと思います

が、それは嬉野市は、全部じゃありませんけれども、大野原高原の一部を所有いたしており

まして、所有というか、個人の土地になりますけれども、あるわけでありまして、場所的に

はあれを活用できたらいかがかなと思う次第であります。お聞きいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 メガソーラーの件については、発表があったときに嬉野としては既に手を挙げておるとこ

ろでございまして、近隣の市町も挙げられましたけれども、県内で何カ所か設置をされると

いうことでございますが、条件整備等はこれからだというふうに考えておりまして、既に嬉

野としては手を挙げております。場所も大体限定して行っておりますけれども、ただ、先方

との検討協議の中で、やっぱりある程度の広さが要るということと相当うちのほうの負担が

要るということですね。それともう１つは、送電線の近くというような条件等もございまし

て、これからいろんなところで詰めがあると思いますけれども、私どもとしても、一忚ぜひ

取り組みたいということで話を出しておるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 承知をいたしました。 

 続きまして、同じく防災面ですけれども、昨年、洪水ハザードマップが430万円の決算で

でき上がっておるわけであります。これにつきまして、市民に生かされているかどうか、市

長、お尋ねいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 ハザードマップができましてから、一忚全戸に配布させていただきましたし、また行政嘱

託員会を通じて説明会もいたしましたし、また地区でも説明会等もあっております。そうい

うことで、ごらんいただいて、あるところは壁に張っていただいているところもございます

けれども、御参照いただいているというふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 
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 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 それでは、所管であります総務部長にお尋ねいたします。 

 この洪水ハザードマップをつくった目的を要約、まとめて説明をいただけませんか。 

○議長（太田重喜君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島直宏君） 

 お答えいたします。 

 嬉野市におきましては、過去に洪水等の自然災害が幾度となく発生をしているというよう

なことがございます。そのようなことで、自然災害による被害を想定いたしまして、被害の

拡大の範囲、あるいは被害の程度、さらには避難場所、そして大雤や避難情報等の災害情報

ですね、こういうものを掲載したハザードマップを作成することによりまして、災害発生時

に迅速、あるいは的確な避難を行うことができ、そのことによって市民の安全、被害の軽減

が図れるというふうなものをつなげていけるのではないかというようなことを目的といたし

まして、作成をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 多分そのとおりだと思います。と同時に、そこにもう１つ、市長もちょっと説明されたん

ですけれども、市民へ事前に周知徹底すると、告知するということがあわせましてあらない

といけないと思いますが、総務部長いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島直宏君） 

 お答えいたします。 

 御指摘のとおり、ハザードマップを参考いただきまして、自分たちの住んでいる場所につ

きましての避難場所等々、あるいは水位がこのあたりまで来たときには避難を早目にすると

か、そういったものの目安として掲載してありますので、参考いただきながら、事前にこれ

を確認していただいて災害に備えていただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 
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 先ほど市長のほうの答弁の中に、地域の行政嘱託員さん、区長さんでしょうか、また住民

に寄っていただいて説明をいたしましたということですけれども、私自身が聞いて、私の地

区におきまして記憶がなかったもんだから、その周知徹底、告知したという分が確認できて

いなかったわけです。部長、さかのぼって、当時の担当じゃなかったかわかりませんけれど

も、履歴なり経緯が、頻度なりわかりましたらお教えいただきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島直宏君） 

 お答えいたします。 

 嬉野市の洪水ハザードマップということで、昨年の５月に各世帯に配布をいたしておりま

す。行政嘱託員さんを通じての配布となっております。あるいは学校ですね、それから公民

館等にも配布をいたしております。その中で確認をいただいているものと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 配布は、全戸配布されているということは私も承知いたしております。それをもとにしな

がら、大きく分けましたら塩田地区、嬉野地区に分かれて、その中でも地域によって、先ほ

ど前の議員もお尋ねになられたんですけれども、特徴がそれぞれあるわけですね。そういっ

たことで、地域にそれぞれ合うような形の説明をしていくことによって、有事の際の避難経

路、もしくは避難場所、状況を含めて、手前で認識が植えつけられるんじゃないかと判断す

るわけですね。ですので、その説明そのものがまずあったのか、どういった形でされたのか。

住民の意識がどうなのかということまであわせまして確認を、どちらか、市長か、担当部長

でも結構ですけれども、教えていただきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 配布する際に事前に、先ほど申し上げましたように、行政嘱託員会で詳しく説明をさせて

いただいております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 
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 それでは、このハザードマップをつくるときに、先ほどの防災会議のメンバー、もしくは

消防団の幹部あたりに寄っていただいてつくったということですよね。それで、つくった後

に知らしめるということはされましたですか。また重ねてお尋ねします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 つくって配布する前に、行政嘱託員会で説明をさせていただいたというように思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 問題は、住民への浸透度合いですので、多分行政嘱託員さんに伝えて、その後を地区の住

民に行政嘱託員さんが告知をされたのか、説明会をされたのかというのは、一つの問題とい

うか、課題であるわけですね、もしもできていなかったとするならば。そのまま配っただけ

で、区長さんは、当時の行政嘱託員はわかっておられるんでしょうけれども、それを要する

に知らせたかというのは、先のことですから、行政としては、担当としてはそこまではわか

らないと、市長としてはわからないということですよね。ちょっと確認ですが。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 それぞれ各御家庭にお届けをしているわけでございますので、それで、その前にですね、

例えば、各班とか各部で集まって説明会があったかどうかについては、ちょっと承知をいた

しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 一忚状況だけは確認をできたわけです。私も質問する際に、抜粋しながら各個人にお伺い

した中で、ほとんど認識がなかった人が多かったもんだから、あえてお尋ねをしたわけです。 

 非常に近年は局地的な豪雤と申しましょうか、ゲリラ的なものが多いわけですし、特に、

この嬉野市におきましては年間降水量も全国でもトップに位置するような、年間2,700ミリ
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前後ですか、非常に多いわけですよね。特に、多良岳山系から、東シナ海からのあれがあり

ますので。特に、今から梅雤に入りますし。そういった点では、もう一回、再度形を変えて

でも、１年前ですけれども、せっかくできた、つくったハザードマップですので、これを生

かすためにも説明会をするべきじゃないかなと思いますが、お伺いいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島直宏君） 

 お答えいたします。 

 ハザードマップの必要性といいますか、内容につきまして、住民の方がまだよく把握をさ

れていないということで御指摘をいただいておりますので、再度市報等での周知を図ってい

きたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 市報で。もしくは行政嘱託員会があろうかと思いますので、これは何回言っても、もちろ

ん無駄ということは思いませんので、こういった状況でありますので、もう一回再認識をす

ることも含めて、嘱託員さんもメンバーがかわられます。ですので、その場所でも構いませ

んから、これを地域に浸透させていただきたいということまで含めて、要望、お願いをして

みられたらいかがかと思います。 

 あと関連して、このことで質問をいたしますけれども、避難場所につきまして、例えば、

市の公民館なり公の施設が多いわけですけれども、ほとんどですけれども、これを見てみま

すと、週末の土曜、日曜は閉まっている、もしくは平日も17時以降は閉館というところがほ

とんどなんですね。ですので、いつ何どきということもありますので、緊急の連絡の対忚が

現場としてできていないところがほとんどじゃないかなと私なりに推測するわけです。こう

いったことの生かし方、有機的な連絡体系が張ってはあるけれども、実際それを実行してい

るか、実行とは、実際それが使えるかというのが私なりに見て甚だ疑問のところがあるわけ

ですね。既にそこにいない人、もしくは形が変わったところもありますので、これも常に頻

繁に、もしも変わったら、それも速やかに切りかえるような臨場感を持ってしていかないと、

いつ何どきに起こるかわかんないから、そういった点でのハザードマップじゃないかと思い

ます。それも重ねてお尋ねをいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答え申し上げます。 

 一忚避難路、避難場所については、行政嘱託員さんを中心に、地区ではおわかりになって

いるというふうに思っております。今の御意見もございますので、今お話しされたように、

例えば、かぎの問題とか、それからだれが対忚するのかということについては、ちゃんとで

きるように、もう一回お尋ね等もしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 いずれにいたしましても、事業予算で予算をとって、つくったわけですけれども、ちょっ

と言い方は厳しいんですけれども、予算を通すことが目的じゃなくて、それが市民にいかに

生かされているかというのを常に検証しながら、初めてそこで税金という予算を使った意義

があろうかと思います。今言った事業の、そのほかのことも含めてですけれども、執行部の

中で実際使われているか、活用されているかという検証的なことは、機関として、仕組みと

してあるのかどうか、市長にお尋ねいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 このことにつきましては、これは毎年の予算組みの課題にもなるわけでございますけれど

も、それぞれの予算執行の効果につきましては、いわゆる確認をしながら予算をお願いする

わけでございますので、成果が出るように、やはり担当課としては努力をしておるというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 続きまして、基本設計の外部委託中でありますところのデジタル防災行政無線について、

基本的な考えを市長のほうからお伺いいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今回の震災等でもいろいろ広報体制について差があったというようなことでございますけ
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れども、現在、設計の前の調査を行っているわけでございますが、早期に設置については努

力したいと考えておるところでございます。 

 今回の災害についても、特に、屋内と屋外の避難のお知らせが非常に重要だったというふ

うなことを聞いておりますので、そういう点が両方兹ねられるような設計にしてまいりたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 今、調査の段階ですけれども、来年度まで含めまして総事業費見込み額として５億円を超

える大きな金額のようですけれども、この設計業務委託の結果を受けられて検討をなさるの

か、またこの調査委託ですね、外部に調査を出しておられますけれども、それを出す前に市

長を中心としたメンバーで、庁舎内で嬉野市の考え方のたたき案と申しましょうか、ベース

の分をつくられたのかお伺いいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 これは基本的に予算組みの問題でございまして、いわゆる予算を要求する前に、どのよう

な形でつくっていこうということで協議をいたして決定をしたところでございますので、も

う既にそのようなことで屋内と屋外と設置をしていくと。それで一番効果的ないわゆる伝わ

りぐあいですね、そういうものを図りながらやっていこうということで決定しておりますの

で、そういう形で今調査を進めているということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 じゃ、確認ですけれども、一回出す前に、調査費をそういった機関に、専門的な業者と申

しましょうか、それらに出す前に、市のほうでそれを練りながら、それをもとにしながら調

査委託をされたということで理解してよろしいんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 支所総務課長。 

○支所総務課長（永江邦弘君） 

 お答えを申し上げたいと思います。 
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 デジタル防災行政無線につきまして今お尋ねがあっておりますのは、検討委員会をやるの

かというふうなことでございますけれども、担当課としましては、今のところ検討委員会を

立ち上げる準備をいたしておりまして、いわゆる庁舎内の検討委員会で関係のある課と協議

を進めていきながら、その検討委員会の中で方針を決めていきたいというふうな考えがござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 承知いたしました。いずれにしろ、嬉野市の根幹の事業でありますので、担当部署に限ら

ず、やっぱり関連のあるところが寄って、それを深く練りながら、当市としての柱の分はう

ちで持ちながら、技術的なこと、専門的なことについては外部委託という考えでしておられ

るということで認識いたしました。よろしいですね。 

 その中で、予算書の説明書の中にありましたんですけれども、今回の事業につきましては、

防災だけではなく、独居老人に向けた対忚、また地域コミュニティの集落単位での、ある面

では双方向的な情報の交換、交流ですね、というところまでということでありますけれども、

実務的にそこら辺までこのシステムと申しましょうか、業務の中には入っているんでしょう

か、お尋ねいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 支所総務課長。 

○支所総務課長（永江邦弘君） 

 お答えを申し上げます。 

 基本的な考えは、いわゆる防災専用というふうなところで考え方は持っておりますけれど

も、現在、塩田地区あたりでは、この無線を使いまして地区の集会等についても御案内があ

っているようでございますので、そこら辺は全体的にそういうふうなことでやっていくのか

というのは、今後、検討委員会の中で十分論議をしまして、そして、しかる方向を決めてい

きたいというふうに考えております。 

 ただ、今、現段階の中では地域に根ざしたような形で、地区の集会事まで含めたところで

持っていくかというのは、まだはっきり決定はいたしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 費用、予算も伴うわけですので、軽々には論じられませんけれども、せっかくするならば
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ということと、もう１つは、社会環境がどんどん変化していくわけですので、そういった点

では時代を一つの先読みした形で機能的なものが考慮できるならば御検討をいただきたいと

いうことで要望をいたしておきます。 

 次に、関東大震災がありました９月１日を国のほうは防災の日として定めています。東京

都につきましては、その日は都知事を中心に、陣頭指揮をとりながら総合防災訓練が行われ

ているわけでありまして、他市でも日にちは違っても防災の日を設けて、防災訓練等々を行

っているところもあります。 

 嬉野市におきましても、市民を挙げて防災意識の高揚、浸透を図ることで防災の日を、も

ちろん９月１日とは限りませんけれども、防災の日を設けてはいかがかと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 毎年ではございませんけれども、県の防災訓練がこの嬉野地区で開催をさせていただいて、

いわゆる体制づくり等については随分参考になったところでございまして、嬉野市のほとん

どを入れていただいて、前回の防災訓練につきましては取り組みをしていただきました。そ

ういう点で、多くの方が御参加いただきましたので、どのような伝達のシステムがいいのか

とかですね、そういうのはおわかりになっているんじゃないかなと思っておるところでござ

います。 

 そういう点で、やるとすれば、今ありますように、議員御発言のように、防災の日に合わ

せて嬉野もやっていくというのがいいんではないかなと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 市長御答弁で防災の日に合わせてということで、一忚頭に入れられているということで、

その中で、嬉野市におきましては、塩田地区につきましては、特に洪水がずっと歴史的にあ

ったわけです。嬉野地区につきましては、逆に山崩れとか土砂災害、もしくは塩田川、吉田

川の合流点あたりのはんらんによって数度と被害が出た経緯もあります。今、ダムができて、

また河川工事なんかも関係者の御努力で相当、以前としますと整備ができているわけであり

ますけれども、各地域に忚じた形でシミュレーションを入れながら、デモンストレーション

と申しましょうか、そうすることによってお互いに防災意識が、目の前に動くことによって

住民の意識が高揚できるんじゃないかと思いますので、ぜひ御検討をいただきたいと思いま



- 93 - 

す。 

 それじゃ、次のことについてお尋ねをいたします。 

 観光問題についてお尋ねをいたします。 

 さきの大震災、原発に関連しまして、嬉野市も相当風評被害と申しましょうか、関連とし

ての被害を受けております。まだまだその真っただ中であるわけですけれども、特に、海外

からの予約のキャンセルは大きな痛手でありました。関係機関挙げての懸命な努力で、落ち

つくものと期待をいたしておるわけですけれども、この中で、実際目の前にお客様がキャン

セルになっているんですけれども、今回の質問につきましては、インバウンドの受け入れに

ついて、今回は特に中国を初めとしてのクルーズ船の乗客の受け入れについて、市長の考え

があられましたらお尋ねをいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 中国からのお客様をお迎えするということにつきましては、今回、また韓国に次いで、県

のほうで中国のほうでも安全宣言みたいな形での誘客行動を行っていただくということでご

ざいますので、大変喜んでおるところでございます。また、このクルーズ船につきましては、

既に発表等があっておりますように、早ければ年内にということで今計画が進んでおるとこ

ろでございまして、これも以前から私どもも話は聞いておりますし、またいろんな情報等も

受け取っておりますので、実現の暁には、ぜひ私どもとしてはそれに一緒に入らせていただ

いて、せっかくのクルーズ船でございますので、尐しでも成果が上がるように努力をしてま

いりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 昨年、福岡市で九州クールズシンポジウムというのが開催されまして、出席をいたしまし

た。クルーズ船につきましては、特に、この九州は東南アジアからのお客様の受け入れが全

国でも博多港が一番多くて、長崎港がそれに続いているということで、パイそのものも大き

いんですけれども、昨年までは本当に大きく伸びまして、例えば、博多港が120回の実績が

あって、一昨年に比しまして2.5倍ということでお聞きをしているわけです。船によって違

いはあるんでしょうけれども、まず大量にお客様を案内しようということで、大体2,000人

程度の乗客が乗り込んで、三、四泊係留されて、その間にその港のところもそうでしょうけ

れども、大体その港から約１時間内外を一つの行動商圏としてとらえておるわけでして、博
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多港に入った船のお客様が大体熊本市とか別府市までバスを連ねて動いている状況でありま

す。長崎港についても大体同じようなことでありまして、非常に九州の２つの港が引っ張っ

ているということであるわけです。 

 ハウステンボスが経営者がかわりまして、これも昨年、溝畑観光庁長官を招いてのハウス

テンボス再生シンポジウムというのが同じころ開催をされました。溝畑長官は、アジアのお

客様は非常に日本の観光を楽しみに来られまして、１番目が買い物であると、２点目が温泉

であるということで言われました。同席されておられたハウステンボスの澤田社長は、ハウ

ステンボスには温泉がないけれども、周辺と連携しながらお客様を取り込んで、ハウステン

ボス全体の底上げの魅力を図りたいということで話されたわけであります。 

 そういったことで、ハウステンボスそのものは上海との直行便も長崎港経由で受け入れし

ていますし、またダイレクトの計画も先般の新聞報道であっているようであります。手近に

大量のお客様が来られますので、地域と連携しながら、十分１時間内外で来れるこの嬉野温

泉であるし、非常に魅力のある温泉地でありますので、これを引っ張って、また手前でも環

境整備をしながらしていくことも一つの方策であろうと私なりに思うわけです。そういった

面では、非常に厳しい状況でありますけれども、絶好の機会であるととらえても過言じゃな

いかなと思うわけであります。 

 そういったことで、今だからこそ積極的に名乗りを上げて、状況を見るというのも大事で

しょうけれども、ある意味では積極的にクルーズ船の受け入れを観光協会、旅館組合あたり

と一緒になって誘客に努めるべきじゃないかと思いますけれども、再度市長、お尋ねいたし

ます。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今回のクルーズ船の就航、新しく就航されるにつきましては、十分以前から話も聞いてお

りまして、また私どもも一緒に動かせていただくということで御了解をいただいております。

そういうことで、宿泊絡みが一番いいわけでございますけれども、まずは船内で私どもの嬉

野の焼き物とかお茶とかお菓子とか、そういうものを売っていただくというようなところか

らできるんじゃないかなというように思っておりまして、先方もそのようなことも話をして

いただいておりますので、ぜひ取り組みをしたいと思います。 

 そしてまた、連泊ということが原則になりますので、もちろん１泊目は先方だと思います

けれども、２泊目には嬉野とかですね、そういうふうな連携がぜひできますように、今後、

もう尐し連携、連絡を深めていきたいと思います。 

 以上でございます。 
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○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 隣県、隣の県の福岡県、また長崎県、ハウステンボスも含めて、周辺とこういったことに

ついては綿密なつながり、連携を持っていかないと、行政単位でするべきもんじゃありませ

んし、お客様の認識そのものも、そういうところは全く抵抗ないわけですので、意識がない

わけですので、ぜひ連携を、今もなさっておられるでしょうけれども、より具体的なことも

含めて、表の顔、また実務的な顔、両面で使い分けをしながら、持っていただきたいと思い

ます。 

 あと、観光課長にちょっと具体的なことでお尋ねをいたしますけれども、観光協会を交え

た周辺観光地と一緒になったエージェントの実務担当者などを招聘といいましょうか、ある

程度焦点を絞りながら呼んで、連携をしながらね、周辺と一緒になって、嬉野市だけじゃな

しに。連携をしながら、現状の説明、課題、要望なんかを聞く機会を設けられてはいかがか

と思いますけれども、そこら辺についてはいかがお思いでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（三根清和君） 

 お答えいたします。 

 周辺の自治体とは、今市長答弁のあったとおり、いろんな連携を今とっているところです。

特に、ハウステンボスを中心にする連携会議については、エージェントというよりも、ハウ

ステンボス自体が旅行業をされております。いろんなノウハウをお持ちですので、そういう

情報については、ハウステンボスからいろんな情報をいただいておりますので、そちらのほ

うではハウステンボスの情報でいいと思いますけど、もう１つが東アジア誘客で、３県都市

連携を結んでおります。これは福岡市も入っておりますので、実は福岡市がこういうのに非

常に積極的な誘致活動をされておりますので、せんだっても福岡は、某旅行代理店の方にで

も来てもらって、すぐ話はできますよというお話をいただいておりますので、東アジアのほ

うの連携会議では、そういうお話をしていただくということでせんだっての会議では確認を

いたしたところです。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 ぜひこれを深く下げながら、嬉野の位置関係とか特徴とか内容をよりわかりやすく、例え

ば、パワーポイントあたりのプレゼンなんかを含めて、形に見える形でですね。例えば、ハ
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ウステンボスからどのくらいの距離ですよとか、長崎からどうですよとか、福岡市からこう

ですよと、高速道路なんかも入れながら説明をしていただきたいと。はっきり形で見える形

で、文字だけ出したらなかなか取り組みが、ひっかかりができないので、ぜひそういったと

ころまで含めて今からでも準備していただいたらと思っております。要望でございます。 

 それじゃ、次の質問に入らせていただきます。 

 皆さんのお手前のほうに写真を入れた形で出しておりますけれども、不動山地区の観光案

内及びそれに伴うところの道路整備についてお伺いをいたします。 

 不動山地区につきましては、本当に関係機関の皆さん方の御努力で観光素材が豊富にあり

ます中で、各箇所ごとに整備ができているほうだと私なりに認識をいたしております。そう

いった中で、あえて再度それについて要望なんですけれども、何カ所かに分けながら質問を

いたしております。 

 まず、お手元のこれに沿って説明をいたしますと、まず、不動山という１つの地区ですね、

谷合いのところにありますけれども、この入り口のところに不動山全体の観光地を大きな看

板でわかりやすく立てられないかということが１つのお伺いであります。 

 ちょっとそのまま棒読みで読ませていただきますと、２点目がその隣にあります長崎街道

の俵坂峠でありまして、この俵坂峠の当時の街道が往来しよったときの意義を説明看板をつ

けながら、ちょっと一休みできるような場所にできないかということであります。特に、幕

末から明治にかけまして、歴史に名を残した人、もしくは途中で命をなくされた方もおられ

るでしょうけれども、非常に長崎の出島の情報を向けて、この峠を往来しながら思いをはせ

た先人のことを思って、ここにそういった看板ができたらなと思います。この場所が長崎や、

また彼杵町の土地の部分でありますので、嬉野市だけでできませんので、この長崎街道の一

つの位置づけの中で、県、もしくは彼杵町と協議しながら御検討をいただきたいと思ってい

ます。 

 あと、各名所の史跡の看板がありますけれども、どうしても文字をびっちり書いてありま

すので、特に、子供さんとか余り意識が疎い方につきましては、疎いという表現はちょっと

あれですけれども、乏しい方につきましては、イラストあたりですることも一つの方法じゃ

ないかと思っています。そのものは、説明を聞きよると、ああ、なるほどなというのがたく

さんありますので、ぜひイラストを横にあわせながらつくっていただけたらと思っておるわ

けです。 

 あと、４点目が俵坂関所と呼んでいますけれども、正式には口留番所でありますけれども、

ここのところが車の通り抜けはありはしますけれども、非常に狭くて樹木が生い茂っており

ますので、より安全に往来ができるように観光道路としての説明、また子供から年配まで楽

しめるような、また学習できるような関所の館を再現してはいかがかと思うわけであります。 

 ５点目は、ちょっと飛びますけれども、あと私の後の山口忠孝議員も質問しておりますの
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で、私は山口議員にある程度お願いしながら、私としては、この道路が非常に狭いので、こ

こにありますように小屋あたりの、最近はマイカーだけじゃなしに、バス、またはマイクロ

あたりでどんどん来られるということで、小屋をひっかけてそのまま通るばいという話も聞

いておりますので、下のほうから整備はできておりますけれども、登山道路、また生活道路

もありますので、整備を早急にお願いしたいと思うわけであります。 

 あと、一番上のほうに登山道の駐車場があります。ここの場所にトイレの設置を要望する

ものであります。最近は非常に近県から、登山ブームということで身近な観光がありますの

で、地理とかをよくわからなくて来られる方が多いので、ぜひここまで含めて御検討をお願

いしたいと思っています。遠方の皆さん方はほとんどが嬉野温泉のどこかに入られて汗を流

して帰っておられる状況でありますので、観光に関連をしておりますので、大小質問いたし

ましたけれども、あわせまして御答弁をお願いいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 不動山地区につきましては、議員御発言のように、史跡等もあるわけでございますので、

これから整備をさせていただきたいと思っております。今までもいろいろ話はございました

けれども、おかげさまで県道嬉野川棚線がほぼ中不動より先のほうがもう完成というところ

まで来たわけでございますので、そういう点では、安全にお越しいただくときがようやく来

たかなというふうに思っております。 

 しかしながら、まだ下不動から中不動までのところが工事ができておりませんので、幾ら

か課題が残っているというふうには承知はいたしております。 

 今回の御提案につきましては、それぞれの箇所についての説明でございますので、差し控

えますけれども、できる限り御要望がかなうような形で整備をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 それじゃ、ぜひ御検討をいただくということでお願いしておきます。 

 あと、これをやっぱり生かすということが大事じゃないかと思います。そのためには、嬉

野は観光立市でもありますので、旅館あたりに泊まられた方、もしくは食事で、おふろで来

られた方について、いかにしてお客様に御案内するかというのが大事じゃないかと思ってい

ます。 

 これは市の仕事じゃ、業務じゃありませんけれども、観光協会、もしくは旅館組合という
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のがあるわけですし、そこにうちからも副市長あたりが役員で入っておられるということも

聞いております。ですので、社員研修の場として現地へ実際確認をしていただいて、こんな

すばらしいところ、こんなところがあったというのが、はっきり言って知らない人がほとん

どなんですね。現地には行っていない、自分の業務に追われてというのがありますので、自

分たちの大きな観光素材でありますので、ぜひそこら辺まで観光協会を通じまして御案内を

していただけないか、副市長にお尋ねいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 副市長。 

○副市長（中島庸二君） 

 今御指摘の件でございますけれども、お答えいたします。 

 ちょっとどのような形がいいのかなということで、お茶の講習会とかなんかという形も全

員が一緒にそろうという点はなかなかございませんので、どのようにしたらいいのかなとい

うことで、今後検討をさせていただきたいと思います。役員会の中でもちょっと提案をさせ

ていただきますので、その中でいい案が出れば、そういう形で進めていただければと思いま

す。そういうことでしたいと思っております。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 ぜひそこら辺は、副市長からも含めてですね、まずお願いなり、この素材を生かすという

ことでありますので、お願いしたいと思っています。 

 続きまして、市道の中でも私なりに思います最も危険の高い諸津線につきまして、市長の

認識をお尋ねいたします。 

 皆さん方には参考までにですけれども、先ほどの写真の２ページ目の下のほうに、線を引

いた下の分ですけれども、一部ですけれども、上げております。この場所でありますけれど

も、市長のお考えをお願いします。今の状況を含めて。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 市道諸津線につきましては、これは以前から話があったところでございまして、水道布設

の際とか、そういうときにできるだけ整備をしていこうということで行ってまいりました。

ですから、以前よりもその道路自体はよくなったと思いますけれども、議員御承知のように、

いわゆる山が接しておりまして、そこで落石等が発生しているということでございまして、

その落石の工事がなかなか金額的には相当な金額が見込まれるもんですから、まだ取り組め
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ないでおるということでございます。 

 こういう状況については、十分承知をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 市長も御答弁のとおりで、非常に道幅が狭くて、岩肌が迫っているということで、工事を

するにしても相当かかるんじゃないかと思いますけれども、と同時に、あわせまして非常に

危険箇所ということについては以前から変わりないわけであります。ダム、河川改修等々あ

りまして、以前よりは増水とかは尐なくなったといえども、危険箇所の本当に高位に位置す

る場所であります。 

 利用度合いにつきましても、今、特に合併になって、特に前後がよくなったことも含めて、

あそこの道を往来される方が、私もですけれども、多くなっております。もう入ったんです

けれども、今から梅雤どきになれば山側から、私も何回か、落ちたところじゃないけれども、

落ちた状態の中で出くわしたことがあります。岩なんですけどね、赤茶っぽい岩ですけれど

も、このくらいの岩がごろごろ落ちてきている状態であるわけです。学生あたりは通学路の

一部になっておりまして、あれをよけながら本当に行っていまして、冬場なんかは山水がそ

のまま流れてきていますので、凍るということで、地域住民の人からも声を聞いております。 

 あと、右側の写真ですけれども、飯盛橋というのが昭和25年にできました。60年を経過し

た橋なんですけれども、それまで含めて早急に進めていただきたいというのがお願いですけ

れども、距離的には300メートルから400メートルぐらいじゃないかと思うんです。短い距離

であるわけです。問題は、落石防止をどうしていくのか。地元の方から言わせると、落石防

止でもいいよと、ネットだけでもいいよという意見もありますけれども、それは当市が考え

られることでありますけれども、まず落石を防いでいただきたいと。と同時に、川辺のとこ

ろが路面が非常に危なっかしいので、路面の補修までしていただきたいというのが最低限と

申しましょうか、要望があっております。これを上まで言ったら切りがないんですけれども、

まず危険性を尐しでも除去する中で、できることの部分でも考えていただきたいと思うわけ

です。 

 実は、４年前ですから、平成19年３月議会で地元の区長さんを含めて陳情が上がっていた

わけです。何回か議会でも質問があったかと思いますけれども、この陳情が上がった中で、

議会としては採択ということで上がっております。執行部として、その後どう検討されて、

地域の代表、もしくは地域に返事をどうなさったのかお尋ねをいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 建設課長。 
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○建設課長（中尾嘉伸君） 

 お答えをいたします。 

 確かに議員おっしゃられるように、担当課としては、危険だなとか、あるいは舗装の問題

等々、十分な調査をさせていただきまして、現状を把握しているところでございます。ただ、

ちょっと私が前任者等々に聞いたところによりますと、補助工事等で当然しなければ大きな

事業費がかかるだろうというふうなことで、どういった補助があるのか、そういった模索は、

あるいは調査といいますか、そういったのはした経緯があるようでございますけれども、当

時の補助につきましては、いわゆる１級、あるいは２級の市道じゃなければ補助の対象にな

らないというふうなこともあったようでございます。ただ、最近の交付金事業等々ではその

辺が緩和をされているのかなという感じがいたしますので、それについては、できるできな

いは別にいたしまして、ちょっと検討をさせていただきたいというふうに思います。 

 それから、陳情書につきましては、18年の年末ぐらいに多分出されておるというふうに聞

いておりますけれども、地元にどういう返事を、文書では返事はしてありませんでした。調

べました。したがって、あと口頭等でどのような当時の建設課としての意向を伝えてあるの

かは、まことに申しわけございませんが、ちょっと私のほうでは存じ上げておりません。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 防災パトロールを一回なさっておられますという中で、この現場を一番直近に見られたの

はいつでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 当地区につきましては、２回ほどは私も現場を見ております。１つは出水の箇所ですね、

それからもう１つは落石の箇所ということで、防災パトロールを２回ほど行っていますけど、

二、三年前には落石の場所について防災パトロールをしたというふうに思っております。そ

のときには、そういうことで非常に厳しいということでお答えもしたというふうに思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 
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 厳しいということは、工事の内容によって、予算面でと先ほど御答弁いただいた形だと思

いますけれども、と同時に、確かに予算面では厳しいというのは私なりに認識はしています

けれども、非常に危険ということで、命にかかわる箇所なんですね。それをいえばどこでも

ということはあるかもしれませんが、特に、ここについてはそういった分が長年懸案になっ

ていますし、何回もそういった意見がありますし、陳情も上がっているということでありま

すので、このまま無理だ、厳しいからということでそのまましていいのかということについ

て、あえて市長、お尋ねいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 全体的な山がいわゆる対象になるというふうなこともあって、非常に事業等で採択しにく

いというようなことだったろうと思っております。そういうことで、予算的に組めないとい

うようなことでございました。ですから、余り危険となりますと、通行どめ等を当然させて

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 極論の通行どめということじゃなしに、より安全に通行できるような形の施しを、要する

にネットなり、また路面の補修なりを、いろんなことで要望を上げれば切りがありませんけ

れども、そこらのことをぜひ所管の部長、お考えいかがでしょうか。あの現場を一番おわか

りでしょうから。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（一ノ瀬 真君） 

 お答えします。 

 路面の補修につきましては、可能だろうと思います。ただ、落石等が一番いいのは、本当

は路面自体をかさ上げしてやるのがいいわけですが、ただ、問題は、対岸の民家との関係が

ございまして、かさ上げもできないというような状況でございますので、当面の路面補修に

つきましては検討できると。ただ、落石につきましては、先ほどから答弁があっております

ように、１つの山を全部ネットでかぶせても、果たして岩石自体をとめることができるのか

ということで、ちょっと今まだ苦慮をしているというような状況でございます。 

 以上でございます。 
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○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 素人がどうのこうのじゃなかなかあれでしょうけれども、こう見たときに、山全体を覆わ

にゃいかんということまではないんじゃないかと思うんですけれども、そんなこと言ったら、

なかなかこれはできないと。できなかったら、いつまでも危険箇所そのままということがあ

りますので、まず限られた予算の中でどこまでできるかということで御検討をいただかない

と、山を全部覆わにゃいかんとか、もしくは手前に何メートル引いてとかいうことでは、地

域の要望も意見もそうでありますので、そこら辺を加味しながら、まずしていこうという中

で、どこら辺で折り合いできるのかということを検討していただきたいと思うんです。無理

だから、できないからということでしたら、いつまでもできませんよ。通行どめやったら、

それこそあの道路が、市道が死んでしまいます。ですので、通行どめということをぜひ考え

なくて、生かすことを考えていただきたいと思います。どなたか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 落石防止についても、現場も何回か私も見ておりますけれども、御承知のように、非常に

急になっていまして、そして何といいますか、岩が非常にもろいというふうな感じを持って

おりまして、大がかりな工事になっていくということで着工できないわけでございますので、

そこらについては、引き続き検討をさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 ぜひ御検討をいただきたいと思います。 

 では、次の質問をいたします。 

 市長が市民との話し合いの中で一つの対話集会というのがありますけれども、今現在の御

予定はありますでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 市民の皆さんとのふれあい対話集会ということにつきましては、嬉野町長当選以来、継続
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をして開催しているところでございまして、おおよそ２年ごとをめどにしてずっと開催をい

たしております。それで、合併してからも２回ほど開催しておりまして、まだ２年たってお

りませんけれども、大体それをめどにして開催をしていきたいというように思っております

ので、今後も継続してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 ２年目となりますと、当年が２年目になりますかね、お尋ねします。当年でしたら、こと

し予定があるかお尋ねします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 丸々２年にはなりませんけれども、時期を見ながら、地域の方とも協議をしながらやって

いきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 じかに市民の声を聞くという一つの機会としては、執行機関であります最終決定権者であ

られます市長がみずから聞かれるについては、非常に効果的な対話集会じゃないかと思って

おるわけですので、ぜひ前もって計画を立てられながら、市民へ前もって告知、案内をお願

いしたいと思っております。 

 それで、過去の状況を見たときに、せっかくの対話集会でありますので、その担当地区に

ついては、区の代表、要するに区長さんあたりに御返事、回答が上がっているようですけれ

ども、関連性がありますので、ぜひこれをホームページあたりで、内容をある程度厳選しな

がらでも結構ですので、お答えできる中での忚答集でしょうか、やりとりを掲載いただきた

いと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 多くの御意見をいただくわけでございますので、毎回取りまとめをいたしまして、そして

大まかなところにつきましては広報等も行いながら、こういう意見がありましたということ
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で取りまとめをさせていただいたというように思っております。また、嬉野のころは議会の

ほうにも、こういう御質問がありましたというお知らせもしておったというふうに思ってお

ります。 

 ただ、今後の取りまとめの仕方ですけれども、やっぱり市民のほうにはできるだけお知ら

せをしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 ぜひ市民の方にわかりやすい形で、報告まで含めてお願いをしたいと思います。 

 あと、最後ですけれども、委託料の取り扱いと申しましょうか、運用等々についてお尋ね

をいたします。 

 予算上で委託料が上がっているわけですけれども、これを適用するに当たりまして、嬉野

市としての考え方なり基準があるのでしょうか、お尋ねをいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 委託料についてお答えを申し上げます。 

 委託料につきましては、市政を遂行するために専門的な知識等を有しておられる組織など

に委託するということで、より成果が上がるというふうに判断した場合に、議会等にお願い

をしながら取り組みをしておるところでございます。そういうことでございますので、目的

に合わせて検討しながら委託事業を推進していただいているというふうに思っております。 

 また、委託料の積算や契約、精算などにつきましても、確実に職員でできるように行って

おるところでございまして、また監査等もしていただいておりますので、適切に取り組みを

しているものというふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 市長の答弁を踏まえまして、財政課長にお尋ねをいたします。 

 ３点ほどありますけれども、１点目につきましては、この委託料そのものは予算書の説明

書で節の部分になりますので、それぞれ部課長の判断で金額、その内容にかかわらず、委託

外注をできるわけでしょうかということが１点目。 

 ２点目につきましては、精算ですけれども、その精算につきましては、委託料の中に含ま
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れます請負なんかも含めて、外部委託は事業が済めば実費精算をするのか、それともそのま

ま予算額が精算になるのかお尋ねをいたします。 

 ３点目が委託先の合い見積もりの基準はあるのかお尋ねいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 財政課長。 

○財政課長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 １点目が委託料、節をつくる際、どのような形で委託料として予算査定をしているかとい

うことでございますけれども、業務によります。例えば、これが工事請負なのか、委託業務、

例えば、健康診断ですね、医師、看護師等への委託をする場合等が考えられますが、そうい

う場合については、委託業務として判断した場合、委託料として計上させていただきます。 

 それから、２点目の請負した後、精算をするかということでございますけれども、これは

工事請負業務と違いまして、こういう業務を、例えば、100万円なら100万円で契約したいが

ということで出します。そして、相手の方がこういう業務の内容でしたら90万円、あるいは

80万円で請け負っていいですよということになります。そういうことで、精算という概念は

出てまいりません。よっぽど特殊な委託業務契約をしない限りは、精算というのは発生して

こなくて、この100万円の委託業務を幾らでしていただけるかということになります。 

 それから、３番目が……（「合い見積もり」と呼ぶ者あり）ああ、合い見積もりやったで

すね。合い見積もりという言葉がございませんが……（「事業を、そういった考えはないわ

けですか」と呼ぶ者あり） 

 多分、議員がおっしゃるのは見積もり合わせということで、例えば、２社ないし３社から

ですね、こういう業務を委託したいけれども、幾らでお願いできますという形になろうかと

思いますけれども、これについても、当然予定価格、いわゆる設計価格を算定いたしまして、

それに基づいて、こういう業務をお願いしたいけれども、幾らで見積もっていただけるかと

いうのを徴するわけで、そして一番安価な業者さんにお願いをするような形になります。も

ちろん入札もあります。金額次第ですけれども。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 時間がもう限られておりますので、手短にいたします。 

 一忚内容をお聞きいたしました。その中でですけれども、いろんな内容の業務が委託で上

がっているわけですけれども、市長から専門性をより出すために外注委託ということで聞い

ております。しかし、市の職員からよく聞くのは、予算がないんですよとか、人がいないん
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ですよと、今までがしたことがないんですよとかいうことでよくお聞きするわけであります。

ですので、言葉が不遜ですけれども、安易に人がいないから、足らないから外注に出そうと、

委託に出そうということは現実的にはありませんか、どうですか、お尋ねします。 

○議長（太田重喜君） 

 財政課長。 

○財政課長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 これにつきましては、予算要求書というのを出していただきますが、その段階で財政課の

ほうで査定をさせていただきます。本当に必要な業務なのかということをですね。そういう

ことで、財政課で査定をいたしまして、本当に必要であれば、今度は副市長査定、市長査定

というふうにして認めていくような形になります。ですから、不用意な委託はあるとは考え

てはおりません。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 時間の関係上、内容までは突っ込んでは質問できないんですけれども、結論から申し上げ

まして、もちろん財政が予算上から含めて、予算の立場で見られるというのは理解しますけ

れども、特に、対外的に出すわけですので、なかなか私たち議員からしたときも中身が見え

ない、わかりにくいというのがありますので、その手前で、執行部の中で委託に出すときの

一つの基準、目安、それを一つの相互検証をするような形で、運用規程と申しましょうか、

それをつくるべきじゃなかろうかなと私なりに判断するんですけれども、いかがなものでし

ょうか、どうぞお尋ねします。 

○議長（太田重喜君） 

 財政課長。 

○財政課長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 委託業務の場合、いろいろの種類の委託業務がございます。もう御承知かと思いますが。

それで、委託業務を発注する際には仕様書というのをつくります。どういう委託業務なのか、

そしてどういう業務をやっていただくのかというのを詳細にその業務ごとにつくり上げます。

ですから、基準というのは、自然的に仕様書のつくり方というのは定まってまいりますが、

それをもとにして詳細な仕様書のもとに発注するような形というふうになります。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 
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 山下議員。 

○４番（山下芳郎君） 

 それでは、時間がもうありませんので、以上で終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。 

○議長（太田重喜君） 

 これで山下芳郎議員の質問を終わります。 

 一般質問の議事の途中ですが、ここで15時40分まで休憩いたします。 

午後３時26分 休憩 

午後３時40分 再開 

○議長（太田重喜君） 

 それでは、休憩前に引き続き一般質問の議事を続けます。 

 ２番山口忠孝議員の発言を許します。 

○２番（山口忠孝君） 

 ただいま議長の許可を得ましたので、議席番号２番山口が質問させていただきます。質問

に入ります前に一言、嬉野市柔道協会へお礼を申し上げさせてもらいます。 

 昨日まで嬉野市で行われました全日本女子柔道強化合宿におきましては、その誘致、準備、

後片づけまで本当にお疲れさまでした。温泉に旅館、体育館に公園、今ある施設を十分に生

かしたすばらしい誘客だったと思います。宿から歩いたり走ったりしていけるところに体育

館や公園があるという恵まれた環境はそうないと思います。議員として、また一個人として、

改めて柔道協会の方々にお礼を申し上げさせていただきます。 

 それでは、質問に移らせていただきます。 

 東日本大震災から約３カ月がたち、国会は言うまでもなく、どこの市町村の議会でもその

対忚や防災など議論、検討がされていることと思います。当議会でも、たくさんの議員から

同じような一般質問がなされているのは必然の結果だと思われます。その点は執行部のほう

も御配慮いただきたいと思っております。本当に今回の震災の影響は、はかり知れないもの

があり、町が消えたり、社会が崩壊してしまい、行政とは本当に何なのかという疑問を改め

て感じているところです。 

 本市も災害支援には早急に対忚されていますが、今後も息の長い支援が必要だと思われま

す。国としての支援は言うまでもありませんが、これからこの嬉野市がどう取り組んでいく

のか、お尋ねします。 

 また、原発事故後の節電については、既にこの議場もエアコンを切ってあり、午前中は蒸

し暑い中でしたけど、午後からはドアがあけられており、さわやかな風が議場に吹いており

ます。私たち議員もノーネクタイ、上着なしと、これまでの慣例を改めております。こうい

う取り組みは、ことしだけではなく、来年、再来年と今後とも継続されていくのか、お尋ね
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します。 

 あとの２問の質問と細かい質問は、質問席にてお尋ねしますのでよろしくお願いします。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 ２番山口忠孝議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、東日本震災関連等についてでございます。 

 東日本大震災により被災された方々につきまして改めてお見舞い申し上げ、一日も早い復

旧を御祈念申し上げるところでございます。 

 今回の震災発生時から、市民の皆様から多くの御支援をいただきました。義援金、お見舞

いの品などお届けいただき、心から御礼申し上げます。市といたしましても、県内では早い

時期に対策本部を立ち上げ支援をいたしておりまして、仮設住宅等に直接お届けいたしまし

た嬉野のお茶や肥前吉田焼につきましては、御丁重なお礼などもいただいておるところでご

ざいます。市役所職員も既に17名が支援を経験してまいりました。今後も支援につきまして

は引き続き継続してまいります。今回の予算でも絆プロジェクトに関する予算をお願いいた

しておりますので、よろしくお願い申し上げます。人的な支援につきましては引き続き継続

してまいります。 

 今後の市の対忚についてお尋ねでございますが、今後は専門職などの派遣が増加すると思

いますので、できる限り対忚してまいります。一般的に言われておりますのは、専門職にな

りますと期間も相当長期化するというふうに言われておりますので、市全体の人事の問題等

にも絡んでまいりますので、対忚しながら努力をしてまいりたいと思います。 

 次に、節電の対策等についてのお尋ねでございます。 

 今回の原発事故に伴う電力不足は予想されているところでございます。ただ、九州地区に

おきましては、現在の施設が稼動しない場合につきましては不足すると言われておりますけ

れども、昨日の報道等によりますと、確定しておらないということでございます。しかしな

がら、日ごろから節電について心がけることは必要であると考えておりますので、継続して

努力してまいりたいと思います。 

 以上で山口忠孝議員のお尋ねについてお答えといたします。 

○議長（太田重喜君） 

 山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 それでは、細かく質問をさせていただきます。 

 最初に、東日本大震災に対する支援について、人的支援についてお尋ねいたします。 

 現在、県や各市町村と一丸となって、各行政職員を１週間交代で現地のほうに派遣されて
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おります。やはり遠いところでありますので、時間的にも経費的にも負担が大きくなります。

それで、１週間交代というのはちょっともったいないという気がします。先ほど、これから

は専門職が長期間ということですので、やはり１カ月とか、そういう長期間でやったほうが

効果的ではないかと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今後の動きでございますけれども、いわゆる先方の状況等もございますけれども、県の情

報等によりますと、半年とか１年とか、それくらいのスパンで派遣を考えていくような専門

職が必要になってくるというふうなことで聞いておりますので、そういう対忚ができるかど

うか、これからも検討しなくてはならないと思っております。ですから、議員御発言のよう

に、これからの派遣については相当期間が長くなっていくというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 支援の方法にもいろいろあると思いますけど、こちらのほうの職員が現地のほうで支援セ

ンターをつくったりして、こちらからボランティアを受け入れるとか、そういう形の方法な

んかは考えておられないでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 ボランティアにつきましては、御承知のように、先方のほうにボランティアセンター等も

ございますので、御希望があれば連携をしていきたいと思っております。ぜひ市民の方々が

そういう希望がありましたら、努力していただければと思っておるところでございます。 

 ただ、今申し上げましたように、状況等が変わっておりますので、ボランティアの対忚が

必要な時期と専門職が必要な時期があるというふうに承っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 続きまして、経済的支援についてお尋ねいたします。 
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 震災後、義援金、救援物資など、個人的な支援もあちこちで皆さん行ってこられたと思い

ます。個人の支援にも限度があると思います。市から公的なお金を使って救援物資という形

や物ではなく、資金として支出されたことはあるんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 具体的な金額につきましては、先般の臨時議会で御承認をいただいて、支援用のいわゆる

費用として私どもは使わせていただいたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 それでは、次の質問にもかかわりますけど、市の財政の歳入は、７割は国や県からの補助

金、交付金で賄っておることはもう承知しております。その一部を復興支援に回したり、こ

ちらの当初予算を組んであられると思いますけど、そういうところを我慢して支援のほうに

回すとか、そういう支援の方法というのは考えられないんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 県内の市の中でもお隣の鹿島市さんあたりは、いわゆる1,000万円、義援金として出され

たということでございますが、私どもとしては、1,000万円は品物でお届けさせていただい

たというふうなことでございます。ですから、義援金の使い方だろうと思っておるところで

ございます。私どもとしては、直接お届けするということに重点を置いて努力をさせていた

だいたということでございます。いずれにいたしましても、市のお金を使わせていただくと

いうことでございますので、交付税や、また市民の方の税金を有効に使わせていただいたと

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 復興に対しては、国のほうも復興税とか消費税を値上げするとか、そういう負担のほうを

国民に対してお願いするような考えであられると思いますので、例えば各地方の自治体が、
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嬉野に限っていえば箱物の予算なんかを被災地のほうに、建物をこれからつくる予定だけど、

ちょっと我慢してそちらのほうにその予算を回すとか、例えば、こちらの予算で向こうに学

校とか、市庁なども壊れたところがありますから、そういうところをつくってあげて、こち

らの名前で向こうに寄贈するというかな、そういう形の支援ということは考えられないんで

すかね。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 手法としては、私どもの財源ということになりますのでいろんな使い方があると思います。

ですから、議員おっしゃったように、それは向こうに建物をつくるということもできるかも

わかりませんけれども、一般的には、しかし、交付税というのはそれぞれの自治体に来てお

りますので、自治体で使っていくというのが普通の交付税の使い方だろうと思っております。

ですから、それを越えて必要なものにつきましては、国全体でやはり財源を確保されるとい

うふうな動きで今動いておられるというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 続きまして、原発事故後の節電についての質問に移らせていただきます。 

 原発政策は国の政策、国策で行われてきたもので、今日こういう事故につながったのは広

島、長崎と、世界で唯一の被爆国として核兵器廃絶を訴えてきたのに、皮肉な結果になった

と思います。 

 今回の事故で、原発問題に関しては詳しい知識を一般の皆さん方も持たれていると思いま

す。そして、原発は大丈夫だという神話はもう成り立たないという事実もはっきりしました。

そこで、どうするかという問題になると思います。今すぐ原発をとめれば問題はないと思い

ますけど、それでは今の社会が成り立たないということは皆さん御承知だと思います。じゃ

どうしようかということになれば、やはり次善の策として、原発に頼らない社会をつくって

いかなければならないんじゃないかと思うんですよ。私はこのことが今回の震災、原発事故

の教訓をこれからのまちづくりにどう生かしていくか問われているのだと思います。 

 そこで、１番目の質問なんですけど、３月議会の補正予算で小学校にエアコンを取りつけ

ることが可決されましたけど、この見直しができないのかということをちょっとお尋ねした

いと思います。これはもちろん、予算は震災が起こる以前から話があったので当然のことだ

と思いますけど、一忚どうかお尋ねいたします。 
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○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 今回の予算につきましては、国の交付金等を使ってつくっておるところでございまして、

この学校図書館についての空調施設につきましては以前から要望等もあったところでござい

まして、不足していたところが今回予算をお願いしたということでございますので、その点

では早急に設置をしていきたいと思っております。 

 ただ、議員御発言でもありますように、節電とか効率的な使い方というのは当然心がけて

いかなければならないというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 改めてこういう質問をさせていただいたのは、今度設置される轟小学校、嬉野小学校、オ

ープンスペースで建物自体をつくってあることはもう皆さん御承知だと思います。私もあれ

ができたときには、ああ、これからの学校はこういう形になるんだなと思っておりました。

それで今回、そこにエアコンをつけるということで、私はあれは扇風機でもつけたら済むん

じゃないかなと思っているんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 第１番目の原発の問題ともかかわって御質問をなされていると思いますけれども、一忚、

今回の小学校の図書室にエアコンをつけることについて話をさせていただきますと、学習指

導要領では、学校図書館を計画的に利用して、児童・生徒の自主的、主体的な学習活動、あ

るいは読書活動、こういうものを求められているわけでございます。 

 それで、嬉野市では、小・中学校で朝読書を数年前から入れております。そして、現在は

家庭での読書習慣ということで、いわゆる読書指導に力を入れてきているところでございま

す。それと同時に、授業の中で図書館を使って学習をするというような、いわゆる図書室は

読書のみならず、学習を支援する材料として非常に中核的なものでございます。そういった

意味で、このたびこの計画をしたわけでございますけれども、常日ごろから電気の節電につ

いては計画をしながらこれまでも進めてきておりますし、議員、ただいま発言をされました

ように、轟小と嬉野小はオープンスペースでございます。そして、そのために冬場、夏場は

非常に寒く、暑いという現状がありまして、これまでも長年にわたって要望等も強くあった
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わけでございます。そういうところで、このたび光をそそぐ交付金の事業を利用して、今年

の３月に議会のほうにお願いをいたしまして、補正を組んで、そして繰り越しておりまして、

そして本年度、23年度に執行までというふうに考えておりますので、私のほうとしてはぜひ

お願いをしたいと。そして、できた暁には利用する時間帯に合わせて、利用するときにエア

コンを使うということで、節電については十分配慮をしながら活用させていただきたいとい

うふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 それでは、今後、学校にかかわらず、いろんなところで節電を考えていかなければならな

いと思います。 

 例えば、市の所有する公園や建物の中の自動販売機、これを例えば撤去するとか、またエ

アコン、現在ついているやつを省エネタイプに取りかえるとか、そういういろんな取り組み

があると思うんですけど、どんなふうなことを考えられておるのでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 現在いろんなところで取り組みが始まっておるところでございますので、私どもとしても

ぜひ検討していきたいと思っております。具体的に物事を動かすということはまだ検討して

おりませんけれども、先ほどから申し上げておりますように、できるだけクールビスとか、

そういうことで、例えば緑のカーテンも計画しておりますけれども、クーラーをつけないで

いいところにつきましてはつけないでやっていこうというふうなことで、節約をしながらや

っていきたいというふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 先ほど教育長のほうからも答弁をいただきましたけど、今度教育長が肝いりでつくってお

られます「さわやかに人生を送る教科書」、この中にもこういう今回のことに対する考えを

取り入れられることとかできるのかどうか、いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 
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○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えをいたしたいと思いますが、一忚、子供たちの安全・安心な生活を維持していくと

いう視点でございますので、ストレートに原発という問題については取り上げませんけれど

も、ほぼテーマは今固めておりますから取り上げませんけれども、やはりこれにかかわるよ

うなものについては取り上げて、安心・安全のできる部分についての講義はできると思いま

す。そして、指導書もつくりますので、その指導書の中あたりには、いわゆる教師用の資料

として入れることは可能かと思いますので、随時検討している最中でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。 

 俵坂トンネル工事から出ている湧水についてお尋ねいたします。 

 この問題は、ことしの冬場、嬉野の川が水量が尐なくて、冬場の雤が尐ない時期ですよね、

水量が尐ない時期に、水が尐なくて川がよどんでいるところで悪臭が出ているという話も聞

いておりました。それで話を聞けば、その時期でも湧水が椎葉川から轟のほう、市街地を通

って流されているということで、それでも水量があんなに尐ないかと、私本当驚いたところ

です。 

 それで、聞いたところによりますと、湧水は日量1,300トン出ており、汚泥を沈殿させて

放流されていると聞いております。今後も椎葉川に放流したいと考えておりますけど、いか

がでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 現在のトンネル工事の湧水につきましては、まだ工事途中でございますので、トンネル完

成後どのように変わるかということについてはなかなかわからないところでございますけれ

ども、しばらく様子を見る必要があるんではないかなというふうに思っておるところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 ぜひ、椎葉川に放流することによって下岩屋地区の農業用水の不足の解消とか、市街地を

流れる塩田川の流量の増大につながると思いますので、よろしく御検討をお願いしておきま
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す。 

 また、関連になりますけど、椎葉川は轟小学校の前を流れ、水辺は子供たちの遊び場にな

っております。先月、５月に県の土木事務所のほうからアシのほう、雑草を整備していただ

いてきれいになっているところは私も拝見いたしました。しかし、それから今度、轟の滝の

公園のほうまで行くところはまだそのままにしてありますので、引き続きそういうところも

整備をお願いできないか、いかがでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 嬉野市内に限らず佐賀県全体の河川で、要するにアシが上流近くまで茂っているというふ

うな状況でございまして、ここも10年ぐらいの状況であろうというふうに思っております。

そういうことで、私も機会があるごとに県のほうには直接、撤去等について申し入れをした

ところでございまして、県も予算がかかるわけでございますけれども、嬉野の市内について

は予算に合わせて撤去をしていただいております。 

 ですから、吉田川とか椎葉川、轟のところについても今回は予算でしていただいたわけで

ございまして、非常にきれいというとおかしいですけど、もとの形になっておりますので、

議員御発言については、できたら継続してということでございますので、そこら辺について

は伝えてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。 

 虚空蔵山の登山口への道路についてですけど、これは先ほど山下議員のほうからも御質問

がありましたので、議員の資料の写真をちょっとお借りして一緒に質問したいと思っており

ます。 

 初めに、市長や教育長、虚空蔵山に登ったことあられますか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 子供のころから登っておりますし、そして最近も、最近というか、数年前にもちゃんと登

らせていただきました。また、議会でも質問等もございましたので、確認の意味もあって何
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回か登っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 私も40代は毎年同じ時期に登っていましたね。そして、ことしはここまで１時間で来たと

いう、体力テストのコースとして専ら使っていたところでした。その前は子供たちと一緒に

登っておりましたし、実は市長も登られたそうですが、私もちょっと出ていたので車で登っ

てきましたけれども、そういう状況でございますので。 

 若いころのようにはいきませんけれども、何回か休んで行けば、上のところの岩場あたり

は非常に険しいところもありますし、御来光あたりは12月31日から登って１日あたり、たく

さんの地区の方が来られて、非常にコミュニケーションをとるのにいいなと思って、すばら

しいところだと思っています。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 ありがとうございました。虚空蔵山は山登りの人には大変人気のあるところで、たくさん

の方々が登っておられます。また、高齢者の方、女性の方も多いと聞いております。最近、

女性は山ガールとして人気を集めておられるところです。登山道も不動山のルートと、また

彼杵町から、川棚町からのルートがあります。 

 そこで、嬉野への誘客の増加や不動山地区のにぎわいのためにも、登山口の道路の整備が

できないかとお尋ねしているところでございます。皿屋バス停のところから登山口の駐車場

までの道は、下のほうは広く整備されておりますけど、駐車場の手前のところだけがちょっ

と狭くなっており、車で行くにはちょっと難しいという話も聞いておりますし、ちょっと脱

輪したり、そういう話も聞いております。せめてそこをあともう尐し、距離的にしたらそう

長くはないですから、その道を整備されたらもっと登山客にも親しんでいただけるんじゃな

いかなと思います。いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 登山道路の手前に駐車場があるわけでございまして、そこまでの道路の件につきましては、

嬉野町の時代から何回も整備をしてまいりました。いろんな課題がありまして、尐しずつ広
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げていったというふうな状況でございます。農作業等の関係もありまして、そこらについて

は今の状況で何とか精いっぱい広げてきたというふうな状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 現在の状況を見ておりますと、登山口の道路をマイクロバスが通れるぐらいにしたらもっ

と近隣からの登山客もふえるんじゃないかと思っておりますので、どうかよろしくお願いし

ます。 

 最後に教育長のほうに、子供たちにも山登りの楽しさを。最近は子供たちも学校やクラブ

で忙しいと思いますけど、こういう自然に親しむ意味でも小さいころから山登りの楽しさを

教えることも必要だと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 山登りについては今、例えば学校行事で組むとか、そういう面については非常に時間的に

確保するのが、いわゆる学校行事等で組む場合には非常に厳しくなってきております。まし

てや小学校あたりでは、ことしから10％増に授業時数がなっていますので、そういうところ

でですね。今までは春遠足、秋遠足あたりをしていたところが、そこをカットして補充に、

授業時数に充てるというふうなことになりますし、来年からは中学校がそういうふうになり

ます。ですから、そういうぐあいのところで３学期制をとっているところでは非常に行事を

見直すと、しないと授業時数が確保できないというふうなことであっておりまして、私も若

いときは土日などに、多分お姉さんあたりと登った記憶があるわけでございますけれども、

土日に弁当を持っていったりしてですね。 

 昔は、非常にそういった触れ合う時間とか余裕とかいうのがありましたので登ったんです

けれども、そういった意味では今なかなか、先生方が土日あたりは対外試合等があって、そ

ういった部分は、意義は意義として非常に認めるわけでございますけれども、そういう点で

は非常に険しい、厳しい時代じゃないかなと思います。したがって、できれば子供会あたり

では、昨日、嬉野市の子供会連絡会議がありましたけれども、九重山の山登り、山歩きがあ

っております。親子で参加する組織がありますので、そういうものあたりも参加していただ

きながら、山歩きのだいご味、おもしろさ、楽しさあたりを体験させていけば、非常にいい

んではないかなということを考えております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 



- 118 - 

 山口議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 教育長の御指摘のとおり、私も小さいころ小学校の先生に連れられて、山登りに何回か連

れていってもらったことが本当に今でも記憶に残っております。 

 これで私の一般質問を終わりますけど、最後に執行部に対してお願いがあります。 

 この震災は、今度の震災ですね、これは世の中の大きなターニングポイントだと思います。

これまでの行政マンとしての発想ではなく、斬新な発想でもって、新しい地方自治の地に足

をつけた行政をお願いしたいと思います。 

 以上です。終わります。 

○議長（太田重喜君） 

 これで山口忠孝議員の質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

午後４時10分 散会 

 


